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地位指数調査の実際農林技富渡辺定元｡田中正則若月勇共著

一数量化による地位指数の推定法について－A5判上製236頁
定価600円〒共

地位指数調査要領をわかりやすく紹介するために，東京局・大阪局において試験的に解析した資料を中心に，地
位指数判定基準の作成上知っておくべきことや，地位指数調査の実際にあたって誤りやすい点を順をおって解説
した実務実行のための書。この地位指数の調査は，森林の環境因子から計遼的に地位をとらえようとするもので，

この調査によって，地位指数スコアー表ができれば，要改良林分や無立木地において，スギ，ヒノキ，アカマツ

など何種数かの樹種の地位が同時に推定できる仕組になっており，植栽樹種の決定，収穫予想，林道調の整備，
土地利用区分など集約的な林業経営をおこなううえできわめて実用的なものである。

国有林の役割りと経営日本林業調査会編430
－中央森林審議会答申の理解のために－ 〒60

林業政策の理論甲斐原一期上･1,100
下｡1,600

林業経営と機械化の歴史小林裕550
〒110

大山林地主の成立阿部正昭750
〒110

国有林特別会計制度の変遷槙重博440
〒80

林業生産力論黒田迪夫230
〒50

林業機械化ハンドブックスリーM研究会編1,500
〒100

林業基本法の理解倉沢博編480
－これからの材錐の道しるべとして一 〒”

林業経営経済学の基礎概念中山哲之助上.'80
下｡250

木材貿易論林業政策研究会250
〒帥

国有林の蓄積経理槙重博220
〒50

機械集運材法の実務片岡秀夫600
〒80

林業土木工事の検査と監査日本林業調査会編850
〒100

写真図設・林業用コンク日置幸雄600
リートの試験と施工佐藤政徳〒80
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国有林に技術はあるのか
ー

常務理事丸田和夫
､失敬極まる管と怒る方もおられましょうが，現に「技術不在」とまで酷評する人、失敬極まる管と怒る方もおられましょうが，現に「技術不在」とまで酷評する人もおられることは

事実なのです，遺憾ながら。

まさか国有林に技術がないとは決して思いませんが，なぜこのような批判が出るのか，これは謙虚

に反省する必要があろうかと思います。

国有林にはそれこそ何千という林業技術者がいます。学校で既に専門教育を受けてきた人やら，国

有林に来て技術の研鎮に励んだ人やら，おそらくこれ程林業技術者が大勢集まっているところはどこ

にもないでしょう。しかし今の状態はその技術者達ゑんなが技術者として本当にその能力をフルに発

揮しているでしょうか。特に上部の指導的立場にある人々が果して技術的指導を意欲的かつ有効に行

なっているでしょうか。どうもその辺のところに技術不在論，もう少しいうなら国有林の技術は末端

の担当区，事業所，もっというなら現場の人夫にしかないのではないかといわれる所以があるようで

す。確かに，国有林にだって優秀な技術者がすぐれた技術開発を行なった例はいくつもあります。ま

た，技術の普及に地道な努力を続けている人も大勢います。だからこそ国有林が一応はハイレベルの

技術を保ち続けてこられたといえましょう。ただ問題は，それらの人々の業績が国有林の内部でどの

程度に評価されているかということなのです。あえていうならば，評価をする立場にある人盈の頭の

中には技術以外のものの方がずっと大きくウエイトを占めているのではなかろうか，と思えてならな

いのです。国の仕事は予算で明けて予算に幕れるといわれる程予算というものは絶大な力を持ち，し

たがって予算護得に人左は精魂を傾けるのです。確かに予算なくては如何なる優秀な技術もその真価

を発揮する場がない，ということにはなりましょう。だからといって，予算の獲得と配分だけに年中

浮身をやつしているとしたら，それこそ技術者の肩書が泣くというものです。

いささか極端ないい方をしましたが，林野庁を頂点として営林局署に至るその間の支配的ムード

は，近頃その傾向がきわめて強いといわざるを得ないのは誠に残念なことです。国有林における林業

技術は危機に直面しているといわれても，一概に大げさだとはいい切れません，むしろ技術者だった

らその点深く省るべきではないでしょうか。

国有林では》この昭和41年度から従来の中央集椛的なあり方から一転して，地方分椎を強力に推

し進めることになりました。その手法としては目標による管理方式を導入するとともに，予算は一括

して配布する方法をとっています。つまり従来のように造林にいくら，生産にいくらといった風にそ

れぞれの担当者が審議していわゆる事業別縦割り予算を定めるということを止めて，何を営林局は総

額何十億の予算でもってこれだけの目標を達成する，そのためにはその予算を如何ように使おうとそ

れは現地の責任者の裁量に委ねる，ということにする訳です。

となると，今まで始終予算と取組んで来た林野庁や営林局署では，総括的企画の担当者を除いて全

く予算関係事務から解放され，代りに指導的業務に専念することができるようになり，したがって高

い水準の技術の持ち主でなければ，そういった指導的な地位は勤まりません。また現場を担当するも

のにとっては，限られた予算でより高い目標を達成するためにはどうしても優れた技術の導入が必要

となって来て，その成果が上がれば上がる程技術を高く評価されることになるでしょう。

もちろん一挙にこのような転換が行なわれる訳にはまいりませんが，この方向に進むことによっ

て，国有林の技術者が真に技術者としての仕事に打ちこめるようになれば，技術不在なる批判の影を

ひそめる日もそう遠くはないと秘かに期待しているものです。（林野庁・業務課長補佐）

＝
三

』1

▼
4

？
画
唇
Ｕ
ｚ
Ｍ

－ 1－

』



費の補助および防除組織等整備促進費の補助，③優良種

苗確保事業における採穂園の台木整備機の補助等が挙げ

られる。

2．事業別の予算概要

一般会計の事業別予算額および対前年度比は下表のと

おりで，その内容について敷術すれば次のとおりであ

る。

昭和41年度一般会計林業予算

昭和41年度

民有林関係

林業予算の概要
‐

前年度予算

間（補正後）

昭和41年

度予騨B)

差引鋤

△減
B/A区 分

鎌田藤一郎

〔林野庁計画課〕
千円

277,780

(1,057)

897

40,492

2,429,帖5

16w066

157,840

442,895

870,626

22，411

20,900

341,858

89,993

4,728

21,757

73,995

千円

38,578

％千円

239,202

〈975）

797

36,782

1,017,962

11,797

12‘10718

381,465

694,070

18,047

17,100

297,689

76,535

4,227

8,2的

尉'149

林冒貯一般行政 116‘1

､

審議会等

森林組合等助成

林業椴造改善対策事業

キ鐸労働対碓事業

保安林鐵術管理

森林計画

オ蝶普及事業

山村青年教育指導

灘鱸難｝
森林病虫番等防除

優良種苗確保

島欺行政運営

入会林野整何

雰警灘｝

100

3,710

1,411,103

49.269

33,122

61,430

176,556

4,3“

3,800

44,169

13,458

501

13,548

19,別6

112.5

110.1

238.6

136.2

126.6

116.1

125.4

124.2

122.2

114.8

117.6

111.9

265‘0

136.7

一

，1．昭和41年度予算の特徴

41年度の一般会計林業予算は，非公共事業が前年度補

正後予算に対し50.2％増の58億3千万円，公共事業が

21.9％増の360"7千万円，合計で25.2影増の419億円

になった。また，森林国営保険特別会計予算ほ，前年度

に対し18.0％増の13億8千万円になった。

国の一般会計予算全体の伸び率が17.9影，農林漁業予

算全体の伸び率が2s.9影であることからもうかがわれる

ように，農林漁業の近代化が国の溌済政策の最重点の一

つであることを反映して，一般会計林業予算も順調な伸

びを示したのであるが，林業基本法の施行3年目を迎

え，画期的な新政策を待望する一般林業関係者の期待に

十分に応えるものとはならなかった。

林野庁は，41年度の予算編成に当って，林業が直面し

ている諸問題を解明し，これが対策を体系的に整理して

予算に折り込むことを企図したが，新政策の大幅展開の

準備が整わず，従前施策の強化に重点をおいたのであ

る。したがって，41年度予算はやや新味に乏しいものに

なったが，その中から特徴と目されるものを挙げれば次

のとおりである。

第一は，林道，造林事業等のいわゆる林業生産基盤の

整備に関する予算が充実されたこと，第二は，林業機造

改善対策事業の進展，入会林野整備促進事業の拡充等経

営対策が強化されたこと，第三ば，木材関係事業協同組

合に対しても素材生産用機械の導入を助成する等林塵吻

の生産流通改善対策を進展させたこと，第四は，山村振

興法の施行に伴い新たに実施される山村振興対策に関連

する事業を実施することである。以上のほか，41年度か

ら新たに実施する事業の主なるものとして，①林業普及

事業における林業専門技術員用車両職入費の補助，②森

林病害虫等防除事業におけるマツクイムシ付着丸太検査

一

？

小計

#鐸試験場運営

非公共事舞卜

治山事業

造1倒鍵

林道事業

艘駕｝
蝿鴛｝
:零'篭｝
公共事業計

2,982,749

896,324

3,879,073

17,365,000

4,987,㈹0

69225,700

12,664

4,811,303
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まず，公共事業については，国有林治山事業のうち重

要流域内の大規模な山地治山を，国有林野内臨時治山事

業として実施するため，一般会計から16憶円を国有林野

特別会計治山勘定に繰り入れるほか，治山事業5カ年計

画の第2年度の事業を実施することとし，①直鰭治山事

業は40年度で5カ所完了するが，新たに1カ所追加して

鯉ヵ所とし，②補助治山事業は新しい荒廃地の復旧に重

点をおき，19影増の予算規模とし，③特殊緊急治山事業

は38・ろ9年発生激甚災害地域に40年発生の4県を追加し
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て8県とし，④保安林改良事業は保安林野整備計画の実

施に対応して稜極的に拡充する。〔造林事業〕は造林長

期計画の確保を図ることとし，①補助造林の補助単価を

12影引上げ，②天然下種補整事業（内地にあっては植栽

を併用する方式を採用し，誘導造林と改称する｡)，せき

悪林地改良事業，災害復旧造林事業を従前とほぼ同様の

規模とし，③新たに分収造林対象地域調査および公社造

林調査を実施して造林推進方策の確立を図るほか，適地

通水調査を継続する。〔林道事業〕は全般的に拡充実施

するが，とくに前年度と異なる点は，①40年度に艇林漁

業用揮発油税の身替り事業として開始した特定森林地域

開発林道（スーパー林道）事業の財源が一般公共事業に

亀振り替り，継続の5路線に2路線追加して実施するこ
勺

と，②新たに雌林漁業用揮発油税財源6億5千万円をも
,は

って，峰越連絡林道の開設を助成すること，③林道改良

事業にガードレール，燧道改良，排水施設の5エ種を追

加すること等である。
写

つぎに，非公共聯業については，〔林業構造改善対策

事業〕が39．40年指定池或のうち事業計画を樹立した

191地域で事業を実施するほか，新たに100地域を指定

して本対策事業をﾘﾘ埴にのせる。〔林業労働力対策事業〕

は新たに通年雇用促進指導費補助を加えて，林業労働者

の就業改善等に必要な事業を充実させる。〔保安林整備

管理〕は技術者給の引上げ，損失補償の充実等を図り，

改訂5カ年計画にもとづく保安林の指定解除，適正管理

を実施する。〔森林計画〕は技術者給の引上げ航空写真

撮影面識の増加，新10カ年計画による等高線図の図化等

により森林計画の充実を期するほか，全国一斉に標本調

査法による資源調査により次期全国森林計画策定の資料

を整備する。〔林業普及指導事業〕は普及指導職員数を

#△､実状に即して誕人('鯵)減とするが，その給与単繊を引上げて地方饗の超過負担を軽減するとともに，新たに

移動専技車を3カ年計画で整備して巡回指導の効率化を

図るほか，普及事業全般の充実を期す。〔山村青年教育~

指導〕は昨年に引きつづき*燦教室の開催技術交流の

実施に加え，新たに技術交換研修を開始する。〔都道府

県林業試験指導機関育蝿蛍化〕は試験設備整備，連絡試

験調査，現地薗用試験，実用技術開発試験を助長する。

〔森林病害虫等防除〕はマツクイムシ国営駆除実施地域

を拡張するとともに，マツ丸太移動検査，防除器の整備

等防除組織の整備，クマ捕獲奨励饗等を新規に助成する

ほか，従前施策を継続する。〔優良種苗確保事業〕は公

営種子採取，林木育種事業を計画的に推進するほか，新

たに6カ年計画で台木整備を助成する。〔鳥獣行政運営〕

は前年度同様に鳥獣せい息調査および鳥獣保護区，休猟

区等の計圃策定概況調査を実施する。〔入会林野整備促

進〕は「入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関

する法科喋」の本国会への提出に対応して，入会林野整

備コンサルタントの設置，都道府県の入会林野整備促進

事業を強化するほか，新たに市町村の入会林野整備促進

醐業を助成する。〔林産物生産流通改善対策〕は製炭共

同化促進，木炭出荷調嬢，乾しいたけ出荷調整，素材濡

給動向観測調査を継続するほか，新たに木材関係事業協

同組合に素材生産用機械の導入を助成する素材生産合理

化促進事業を行なう。〔森林組合等助成〕は合併促進，

森林組合検査，連合会の整備促進を引きつづき助成す

る。以上のほか，〔一般行政運営〕において従前のほか，

国土緑化推進，鳥獣保謹対策，需給動向観測等を強化す

る。

なお，〔山村振興関連〕としては，指定山村に対して

峰越連絡林道の開設を重点的に配慮するとともに，別

途，農林漁業を包括して実施する特別開発事業（1地域

の事業幾3千万円，4カ年で実施，補助率苑）の中で，

従来は補助の採択にのらなかった小規模の生産基盤整

備，近代化施設の設置等を助成する。

3．残された課題

わが国の林業は生産鍵を倍増し，生産所得を3倍にす

る余地を有しているが，その基盤ともいうべき森林資源

の現状ば，人工林面積が造林可能と目される面積の60％

にすぎず，林道も必要と目される延長の40％にとど堂っ

ている。したがって，いわゆる経営改善対策を強化する

ことも必要であるが，同時に森林資源を整備充実するこ

とが林政上の重要課題であると考える。林業基本法が，

いわゆる産業政策を標傍しながら，「森林資源に関する

基本計画」をたて，これに即して生産の増進諸施策を識

ずるよう定めているゆえんもここにある。

ところが，近年民有林の造林はやや減退の傾向にあ

り，その原因としては，まず，天然広葉樹の価値の低下

による伐採の停滞，若年層を中心とする林業労働力の流

出，雇用労擬の高騰等があげられるが，このほか，外材

j愉入の増大に伴うわが国林業に対する先行不安が作用し

ていることも否定できない。したがって，林業の安定的

発展を期するためには，以上の諸要因を克服することに

最重点をおくべきであろう。そのためには，生産基盤の

整備，生産性の向上等に関する国の助成をさらに強化す

る必要があるばかりでなく，外材輸入の適正円滑化に関

する方策を識じて先行不安を解消することが要請されよ

う。その際，木材需給安定化の見地から，同時に国内の

木材生産の計画的確保に関する措置ならびに林業経営者

がそれを実施できるような助成が期待される。
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このように国有林野事業をとりまく内外の情勢は容易

ならぬものがあります-．これらの状況にかんが象41年度

国有林会計予算は36年策定した「木材増産計画」実施上

必要最小限の事業について実行することとし，かなり絞

った予算の編成を行なっています。以下予算の主要な点

について述べましょう。

(1)収穫童：36年策定した「木材蝋産計画」に織造改善

事業実施に伴い生ずる収穫量を上積した「改訂木材増産

計画」（全国森林計画）の41年度分を採用しまして，国

有林2,450万In3"官行造林74万In31計2,504万m3

であり童す。これは前年度予算の基礎となり童した国有

林2,399万1n31官行造林78万rn3,計|2,477万In8と比べま

すと国有林において31万1n3の増，官行造林において4へ

万1n3の減となります。
Q

(2)木材価格：木材価格の推定は非常に困難な事柄であ

りますが，41年度の推定は従来から用いています国民総

生産と木材価格との相関関係から推定する方式を採用 v
し，さらに販売の合理化を考慮しまして昭和59年度の販

売実績に対し7％の上昇をするものと見込ゑました。販

売事業の合割上の具体的な事項としては販売時期販売地

点の検討，販売方法の改善，市況調査の改善等が考えら

れています。

(3)国有林治山事業の一部一般会計負担:石狩川，沙流
川，十脇II,米代川，北上川，最上川，信濃川，利根

川，天竜川，木曽川の十大流域の国有林内で行なわれる

治山事業'0億800万円は国有林会計の負担ではなく一般

会計の財源負担のもとに治山勘定において跡寺的に実施

されることになりました。この理由としましては，これ

ら流域の治山事業はいずれも大規模なものであり，民有

林内で行なわれている大規模治山事業と機能的に差がな

､､ということと,最近と曇に悪化しつつある園有林会計呉i
の救済という意味で臨時的に一般会計で負担するという

ことになりました。したがって国有林野事業における治

山事業のあり方について中央森林審議会の答申のように画

国有林野治山の本質が解明されてこのようになったわけ

ではありません。むしろこの問題については明確な態度

を保留した形で現在の国有林会計の収支状況にかんが

承，もっぱら国有林会計に対する財政的援助という意味

で「臨時的措置として」事業費の一部を一般会計で負担

するということです。なおこの大規模治山事業実施に要

する人件事務費は国有林会計の支弁でありまして，10億

800万円は事業経費の承の経賛です。

(4)収支不均衡予算：41年度予算は歳入1,059億円，歳

出1,074億円でありまして15億円の歳出超過となってい

ます。この15億円の添資は持越現金をもって充当するこ
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は じめに

40年度の日本経済は総じて停洲雛調に推移したと考え

られ，41年度においては政府は有効滞要の拡大を図って

景気を回復に導くと同時に経済社会のひず鍬を積極的に

是正し，経済を均衡のとれた安定した成長路線に乗せて

いくと言うことであります。このため本格的に公債政策

を導入しまして職種的弾力的な財政政策を推進する方針

を打ち出しています。そのあらわれとして41年度予算の

政府原案は一般会計の予算についてゑますと4兆5，142

億円でありまして前年度の昭和40年度当初予算3兆

6,580億円と比べますと17.9％の増加となっています。

一方国有林野事業特別会計，国有林野聯業勘定（以下

国有林会計という）についてゑますと，41年度予算は歳

入1,059億円歳出1,074億円でありまして前年度に比べ

ますと歳入0.ろ影減，歳出1.2％増となっています。

一般会計の対前年度増加率17,9影と比べますと著しい

差が認められ寮す。このことは国有林会計が独立採算を

たてまえとしており，前年度に比べ大幅な収入の増加が

期待できないゆえ，このような結果になったと考えて良

いでしょう。

昭和41年度国有林会計予算

ここ数年国有林野事業の収支の状況は次第に悪化しつ

つあります。その理由としては収入に及ぼう影響の大き

い収穫量について染ますと森林擬源の保続の観点から現

計画以上の収穣麓を確保することは不可能であり，また

木材価格についてゑますと，わが国経済の開放経済体制

移行に伴って外材の輸入雛は増大の一途をたどっており

このことが木材棚i格の低迷をもたらしていること。その

ほか支出に占める割合の大きい人件饗の_上昇，林地の生

産力増強施策の展開による鞭業の拡大，事業地の奥地化

に伴う投資の増大等をあげることができます。
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とにしています。

国有林会計は国有林治山事業において前項の措置を行

なってもなおかつ歳入に対し歳出の増大をおさえること

ができないわけです。なおこの持越現金というのは毎会

計年度の歳入歳出決算上の剰余金の累計から特別積立金

引当資金に特定された額を除いた額でありまして，40年

度末の持越現金は約87億円になると予定されています。

従来から林業における「単年函侠支均衡予算」の弊害

がさけばれていましたが，41年度予算のアンバラ予算は

このような思想のもとに成立したものではなくあくまで

も国有林収支の悪化からもたらされたものであります。

(5)各種事業：上述の諸事情によりまして41年度に論い

ては，新規事業は一切考慮せずまた既定計画のあるもの

も「木材増産計画」の遂行上直接必要な重点的事項以外

は極力次年度以降に繰り延べることとしています。従来

から努力してきました各事業の合理化，管理関係経費の

節減に関してはより一段と推進することは申すまでもあ

りません。主な事業の事業量は下の表のとおりです。

主要事業量

昭和41年度歳入歳出予算

国有林野事業特別会計国有林野戦業勘定（単位百万円）

|40,年度’ |増減
1，925

△810

△1，286

△17

24

△100

△267

歳入

林産物収入

官行造林収入

林野売払代

雑収入

驚総罐抵畿
より受入

計

41年度

91，771

3，560

3，164

2，760

261

4,400

105,916

89，848

4，570

4，450

2，777

237

4，500

106,185

歳出’40年度’4'年度｜増減
＝
ゴ

事 業饗

（販売費）

（生産饗）

（林道維持）

（青林饗）

（種苗饗）

（林木育種場饗）

調査饗

官行造林饗

管理施設饗

事業施設饗

（事業施設費）

〈販売＞

＜生産＞

<育林＞

<種苗＞

ぐ休木育種＞

<調査＞

（林道施設費）

（関連林道施設饗）

（土地森林職入饗）

（民有保安林貫入慨）

管理謎等

潅獺鴬鰯蕊
般会計へ繰入
予備捜

計

41，087

2，122

17，415

ろ,686

15，255

2，626

84

886

874

752

16，795

2，025

31

1,458

299

218

9

10

12，958

998

146

669

32，962

5，586

4，500

2，742

106，185

41，828

2，181

17，985

ろ,640

15，268

2，671

83

864

722

624

16，301

1,786

21

1，388

202

162

7

7

15，051

715

124

624

35，944

5，978

4，400

2〃55

107,416

741

59

570

54

15

45

1

22

152

1鯛

494

239

10

70

97

56

2

3

93

285

理

45

2，982

1，608

100

13

1，253

0

ロ■

1b

△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△

事業|40年度|4'年度｜増減
5，945

5

800

5,000

生産 素材(千m3)

製材(千m3)

木炭(t)

薪（千束）

5，790

10

2，000

8，000

155

5

1，200

3，000

△
△
△

育赫|鰹
(ha)|80,200

(ha)|815,541

81，322

840，393

1，122

26，852

ろ6，651△5，135

56，651760

78，700△34,448

952,6048，549

20，284△286

701△ 10

1，161△30

（1,151）(△ 50）

496△86

28△15

種苗種子採種(kg)

まき付(kg)

さし木（千本）

床替（千本）

繩林道修繕延長
(km)

貯木場修繕(ha)

新設延長(km)

（自動車道新設）
自動車道改良

(km)

蕊蕊(km)

ろ9，784

55，891

115，148

944，055

20，570

711

1，191

（1,181）

582

41

8“ △
△
△

坐
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(6)一般会計繰入；林業振興費等財源の一般会計繰入は

44億円であり，その内訳についてゑますと，森林開発公

団に対する出資財源として38億円，その他6億円となっ

ています。

(7)損益，以上のような諸事項をもとにして予定損益計

算を行なってみますと約42億円の損失が見込まれます。

おわりに

以上が41年度国有林会計の成立予算の主要な点であり

ますが，国有林野事業の各事業は必ずしもこの成立予算

にもとづきその寮ま実行されるものではありません。

事業を実行するための実行予算はこの成立予算を基と

してよりよい国有林経営を目指して林野庁内において相

互鯛整が行なわれ－部組替えが行なわれます。この結果

効率的な予算の執行が可能となるわけです。

－5－
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は じめに

森林は，自然のなかに，その力をうけながら育

ち，成長するのであるが，反面森林は，災害によ

って枯死，挫折など破滅的な損害をうけることが

少なくない。

森林がうける災害には，風水雪害など気象上の

原因による場合，病虫獣害など生物による場合，

および山火事による場合とがある。

特に人為的原因で起こる火災によって国土保全

上，資源確保上重要な森林が年を歳女焼失されて

いるのは，まことに惜しむべきことであって，森

林火災の防止対策が強化されるべきである。

森林火災の発生と被害

森林火災は，その発生数，被害量は，年偏差が

大きいが，いかに人智が進象，文化が発達して

も，減少の傾向にあるとはゑられない。むしろ今

後は，人女が森林に接することが多く，森林の内

外において，火気の使用される機会が多くなり，

火災発生の危険性を増大していると言えよう。

最近5年の被害状況をゑると，やや減少してい

昭和35～39年の森林火災被害

|その他

不明火

合計

a'13',66斗5．､
'0qOl',0'0,4601'009

､371鼠91816〃
2,3'1'004'6,'唖

I

るかにみえるが，これは確たる傾向ではない。火

災の原因の内容は，上表のとおりである。

人点は野外に出ると，解放的になって注意を怠

りがちになるので，たき火，たばこ火による火災

が最も多い。これに次いで多いのは，火入れによ

るものである。そのほか遊び火，炭窯，機関車に

よる火災も，注目される原因である。

森林火災の発生は，自然現象の作用が，きわめ

（昭和35～59年）5カ年平均の月別被害
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野外の火気の取扱いには，ただ一般的な注意を

促すだけでは，決して-'一分ではない。法令等で厳

格に取締ることも必要である。

①たき火，喫煙の制限

火災発生の危険は，どこにも存在するが，特に

火災が頻発する地区，人禽の出入が頻繋な地区等

に，その区域を画し，期間を限って，危険のない

ように，たき火，喫煙の場所を定め，それ以外の

場所におけるたき火，喫煙を禁止する。このこと

は，消防法第23条に基づいて，市町村条例で定め

ることができる。

②火入れの許可制

森林または森林に接近したところにある原野な

どにおいて，火入れを行なうことは，危険を伴う

ので，森林資源の焼失と，林地の悪化を防ぐため

に，森林法で火入れのことを規定している。

すなわち，火入れをするときは，森林または土

地を管轄する市町村長の許可をうけてからでなけ

れば，火入れをしてはならないことになってい

る。許可は次の場合に限っている。

1．造林のための地ごしらえ2．開墾準備

3．害虫駆除4．焼畑5．採草地の改良

また火入れをする者は，予め必要な防火設備を

し，接近している森林の所有者または管理者に，

そのことを通知することになっている。

③違反に対する処罰

法令の規定を犯した者や，注意を怠って失火し

た者に対しては，規定にしたがって厳絡に処罰し

て，尊法精神を高めさせるとともに，他の者の戒

しめにすることも必要である。

林野に対する措置（予防施設）

火気を取扱っている者の看視，あるいは火災が

発生しても，その延焼防止，錬圧のために必要な

施設をすることである。

(1)警戒施設

①見張望楼などの見張所を設けて，林野等

における火元の看視，火災警報の伝達火災の早

期発見および通報などのために，見張をする。

②巡視巡視員を配置して林野に多数の作業

者やハイカーが入っているところ，製炭窯や火

入れの場所など，森林火災危険のある地区を巡

回させて火気の取扱いに注意を与えたり，たき

て大きく影響し，時期的の差異が著しい。概して

晩秋から春季に亘って危険である。この時期に

は、落枝,落葉,枯草など燃料が地上に多くなる。

その上湿度が低下するので，可燃物は水分を失っ

て，引火しやすくなる。

地域的には，気候のずれと積雪の有無によっ

て，時期と期間に差異がある。積雪地域（北海

道，北陸地方など）においては，融雪後の1～2

カ月間が危険で，その期間が短い。これに反して

関東から九州地方にかけての太平洋側は，12月～

5月にわたり危険期が長い。

森林火災の対策

森林火災の対策については，童ず火災の発生，

拡大を防止する予防対策，次に火災の発生を早く

発見して，鎮圧する消防対策，火災による損害の

救済，跡地の復興をはかる損害対策の三段の対策

が必要である。

1．予防対飛

火災から森林を守るには，森林所有者が自ら予

防することも必要であるが，森林の公共性と火災

の社会性からゑて，公共の施策とじて，予防措置

を識ずることが必要である。

調木火災の防止にはその原因が主として，人為

的のものであるだけに，人に対する措置と，火災

の発生，延焼する場所が主として森林，原野であ

るので，林野に対する措置を誰ずることである。

人に対する措置

(1)警火心を高める宣伝，教育

林野に入る者は誰でも，火災の危険と，火災が

社会公共に及ぼす影響をよく認識して，野外の火

気の取扱いには，十分注意するように，人点の警

火心を高める宣伝，教育が必要である。一例をあ

げれば，

①森林火災防止のため，ラジオ，テレビ放送や

街頭放送などにより，大衆に注意を与えること

②火災危険の多い森林地区の要所に，標板，制

札などを取付けて注意を与えること

③火災危険日には，警報旗などで，入林者に危

険を知らせて注意を促すこと

④防火期間を設けて，その間に森林の防火につ

いて特別の運動をすることなどである。

（2）法令による取締り

曇
＝
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坐
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火跡などを看視して火災防止のため警戒する。

(2)防火施設

①防火線，防火道林野内あるいは外周に防

火線，または防火道を開設して，火災の延焼を

阻止して，自然鎮火させる。また巡視の路線と

し’消防活動の拠線として，火勢の抑制ばかり

でなく，火災鎮圧に役立たさせる。

②防火的施業火災危険地の造林には，防火

樹帯を設けるか，あるいは防火性樹種を混植し

て，火災に備えた施業をする。

森林火災予防の宣伝や施設は，国有林をはじ

め，大面積所有者である公共団体や会社で，不十

分ながらも行なっている。しかし全所有者の90％

は5ha未満の零細所有者で，これらに望むことは

無理である。したがって国等が公共的見地から，

所有の区分にかかわらず，地域全体を総合的に，

行なうべきである。しかるにこれという施策が行

なわれていない。

ただ，森林国営保険特別会計が，その運営饗の

なかから，都道府県を火災予防事業の施行主体と

して，全額負担の補助金を交付している。

昭和41年度森林火災予防費補助金の予定

公設消防機関に依存するだけでなく，地理に明る

く林野に馴れた地元民の協力を得る心要がある。

このため森林火災消防には協力体制が設けられる

こと，関係者と協議して消防計画をたてておくこ

と，訓練をかさねることである。

消防計画には，次のようなことが心要である。

①地区内の地形の状況と活動の難易，森林の状

態と消火の難易，道路の有無と良否，水利の有

無と位置，風向とその変化，地点別の駈付けの

所要時間などを調査しておくこと

②消防員の出動力及び配分，消防器材の置場別

の種類，数量，人員及び器材の運撤装備救護

食糧等の調達，掻送などを検討しておくこと

③消防計画図，計画書を作成しておくこと

3．損害対策

火災後の対策としては，林地の荒廃を防ぐ治山

工事，森林を再現する造林事業を行なうことが必

要である。これには自力で復旧をはかることのほ

かに公共事業として国と公共団体の助成もある。

火災によって被った損害については，放火ある

いは失火による加害者から，補償されることもあ

るが，多くの場合補償される方法はない。しかし

万一の損害に備えて，火災をうける以前から，少

額の負担をしておれば，火災による損害を補てん

される保険制度がある。

森林保険

森林を対象物とした保険には，損害保険会社が

行なう民営火災保険と，国営の森林保険とがあ

る。国営保険は，森林の火災による損害ばかりで

なく，気象災害による風水害，雪害，凍害，干

害，潮害の損害についても，補てんする制度であ

る。なお，全国森林組合連合会が行なう森林共済

もある。

おわりに

森林火災の発生は，3，4，5月が最も多い時期

であって，人々が野外に出ることも多い時期であ

るので，お互いに火気に注意しなければならない

が，森林火災の予防，消防対策を充実すべきとき

でもある。森林所有者にとってば，十分に警戒に

あたるとともに，不慮の災害による損害に備え

て，森林に保険を付して，安全な森林経営をする

ことが，林業経営の近代化の一条件である。

＝

《
Ｌ

§

区分|巡視員|標板欝報旗望楼|雛卿
人枚ヵ所力所地区

員数36018,0002451610(30コ）
（千円）
金額9,6035,2015565，750930

計

17，840

2消防対策

消防法では，山林も防火対象物になっており，

林野に火災が発生した場合，あるいは火災が林野

に延焼した場合は，当然消防機関が出動して，火

災の鎮圧にあたり，財産を保護するとともに，被

害の軽減に努めることになっている。

森林火災は，交通不便なところ，消防機関から

遠く離れたところ，消防活動に困難なところ，水

利の困難なところ，広大な地積にわたるところに

発生することが，都市火災とは著しく異なり，森

林火災の特徴である。

都市火災消防については，着々科学化され，機

械化され近代的進歩をゑているが，森林火災消防

だけは，全く進歩的な方法がないままである。

したがって人界的消防戦術によらねばならず，

ふり

■
守
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寒害というコトバの使い方はまだマチマチで，いろい

ろな論議があるが，今回は，このことはおあづけにし

て，寒風害と凍害に分け，両者を総称するときは寒害と

いうことにしておきたい。

（1）寒風害冬の間の寒い季節風をうける，斜面や尾

根筋にうえられた造林木が，1～2月頃枯れるもので，

北は北海道から北九州にわたって発生する。しかし，冬

の間，雨や雪が多い年は被害は大きくない。こんなこと

から，佐を木，岡上さんは，本誌285号に，1月の積雪

深と平均気温から，スギの寒風害発生危険地常を図示し

た。この中に入るぱあいは，地形によって，寒風害が起

こる危険があるというわけだ。日本列島の冬の季節風

は，大まかにいって西北風だから，この風向に面した斜

面は寒風害をうけやすい。

樹木は，風を受けると蒸散が盛んになる。しかし，定

常的な風速のばあいより，いわゆる息をするという，断

続して吹送する風のぱあいの方が，より蒸散を盛んにす

るということを，群馬県林試の田中場長さんたちが，風

洞実験で証明した。造林木が，風によって水分を奪い去

られることによって枯れるなら，水がどんどん補給され

れば枯れないはずだ。水の補給には，根が土壌から水分

を吸い上げることと，幹を通して枝葉に送りとどけるこ

との二つがスムーズにゆく必要がある。

ところがやっかいなことに，冬，北にかたよった斜面

では，土壌が凍りやすい。50～50cmも凍ると，根憾水

を吸い上げることができない。そのうえ，日あたりの悪

い斜面では，気温も低く，一日中マイナスろ～4．Cと

いうこともある。そのような時は，造林木も凍っている

か，または，凍らないまでも，すべての生理活動は鈍く

なって，幹をとおしての水の補給は思うようにいかな

い。

秋のおわりに，スギの枝葉が，その乾物重の2．5倍も

の水分をもっていたものが，1～2月になると1．5倍く？

らいにおちるのも，水が奪われっぱなしで，補給がつか

ないからだ。そして含水率が生重の50～45％にも下が

ると，枯れてしまうことが多い。また，私どもは，風速

が，全部枯損してしまった北面と変わらぬくらい強いの

に，南面なるがゆえに，一本も枯れなかった例をゑた。

ここは，土壌凍結もほとんどなく，日中晴天の時は気温

も上がり，スギの含水率も乾物重の1．5倍を下がること

ばなかったから，水の補給がついて枯れなかったのだと

思う。このように寒風害は，造林木の水分収支のアンバ

ランスにもとづく乾燥死といえよう。

（2）凍害秋の榊から春にかけておこる。九州林木
育種場構内や，水戸の近くの茨城県林試鯉渕試験地で
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スギの造林地の

寒害は防げるか

麹
土井恭次

〔林試・造林部〕＝

②

林業では経験が伝承されにくいか

九州の大分から豊肥線にのって約2時間，阿蘇の東外

輪山にとりつくところを，あえぐように登ると，列車は

間もなく波野駅につく。そのすぐ手前で右手の車窓から

ぶると，林試九州支場が設けた寒害の試験地がある。鉄

道敷の土手にさえぎられた凹地状の地形で，典型的な胴

枯型の凍害が発生している。ところが以前はりっぱなス

ギの人工林であって，その一部がいまでも残っている。

それを伐って造林し，寒害にあった地元では，むかしは

どうやって造林に成功したのかいぷかっている。

スケートとわかさぎ釣で有名な榛名山の北側に，中之

条営林署の造林実験団地がある。百数十haのりっばな人

エ造林地を順次伐採，更新しながら，いろいろな試験を

行なっている。ところが毎年いくらかづつ寒害をうけ，

とくに昭和39～40年の冬は，ほとんど全域にわたって被

害の発生をみた。前生林がりっぱなだけに，平山署長さ

んが，古い造林台帳を調べてみたところ，むかしも何年

となく補植をくりかえした記録があるので，やはり寒害

を何回となくうけていたんじゃないでしょうかと，語っ

ておられた。埼玉県の西川林業といえば全国的に有名だ

が，これと背中合せの荒川本流上流一帯は，南面にりっ

ぱなスギ・ヒノキ林があるのに，北面は広葉樹で，これ

を伐採して造林すると手ひどい寒害にあう。あるいは，

むかしも造林に失敗し，薪炭林として残しておいたのか

もしれない。全く未知の立地のところに造林して失敗す

るならともかく，前生樹がりっぱなスギだったり，土壌

がスギの適地だったりするので，ウッカリスギを植えて

失敗するところに，寒害の問題点がありそうだ。

*

§毎

一

寒害はどんなところでおこるか
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は，12月中にスギの凍害が発生したのを確めている。羅

害と呼ばれる被害も，枝葉に結霜して，凍結を起こさせ

るわけだから，凍害の一種と象なしてよい。したがっ

て，秋の早霜害，冬の凍害，春の晩霜害がこの中に含ま

れる。

凍害の起こる迦膠は，九州支場では三つに分類してい

る。霜穴や霜道のような凹地形，広い台地，南斜面であ

る。ところが，これは九州だけでなく全国的に共通のよ

うだ。前記の九州林木育種場構内や鯉渕試験地は，とも

に平担台地であり，九州中南部に発生する南面の凍害

は，福島県の阿武隈や群馬県にも発生する。

一般に陽がかげると，山地の表面や樹木はどんどん放

熱して冷え，それにつれて大気も冷える。この放熱冷却

はじゃま物がない時が一番大きいから，坦左とした広い

台地の方が，周囲を山にかこまれているものより冷えこ

む。また静かな風のない時の方が冷えこむ。平坦台地が

凍害にかかるのはこのためである。また冷たくなった大

気は低象低承に流れこむが，その流れのゆく手に，ちょ

うど川のダムのように，林分などの障害物があると，冷

たい大気がせきとめられ囲りに溢れて，凍害地域が予想

外にひろがることがある。

低温によって，スギの組織が凍結し破壊され枯死に至

るばあいは，以上によって説明がつくが，南斜面の凍寒

はこれだけでは説明がつかない。そこで，日の出後の急

激な気温または樹体温の上昇でないかと説明する人もい

る。いま手元にあるデータでは，気温の上昇率は，1時

間ろ｡C位であるから，この位では組織が破壊される程で

はないかも知れない。しかし，樹体温は樹幹が直射日光

斜面の方位と残存率％

をうけるぱあいは，たとえば，九州支場の試験地での1

時間6.0｡Cという観澗咽のようにもっと激しくなる。

これらのことは，もっと実験的に確めなくてはならな

いが，現実には関係のありそうな事実がいくつかある。

私がゑた茨城県にある笠間営林署管内の小さな凍害地で

は，南側に小高い山があるため，その北側のひく桑で，

朝日が早くさし，長く陽のあたる部分の方が枯損率が大

きく，反対に日の出がおそく，日照時間の少ない方は，

より低象になっていても，枯損率が少なかった。九州支

場で行なった試験では，樹木の下半部をおおって，日光

の直射をさけると，枯損が少なかった。これらは直接日

光が原因か，樹体の内部条件かはわからないが，凍害は

単に低温の象で起こるぱあいだけではなさそうだ。 一

寺

寒害を防ぐてだてはあるのか

まず，造林予定地が，どの程度の寒害をうけそうか，

その予想がつかなくてはならない。そこでまた寒風害と

凍害にわけて考えてゑたい。

（1）寒風害寒風害は，季節風，余価の日射，土壌凍

結などの因子が関係しているから，地形によって被害程

度を予想することは，むずかしくなさそうだ。たまた

ま，私どもは前にものべた中之条営林署の造林実験団地

から，40点ほどのプロットをとって調べて承た。する

と，残っている造林木の本数と斜面のむき，またはその

斜面がうける日射鐘と深い関係があることがわかった。

下図の左が斜面の方位との関係で，ほぼ麹上の面は造林

木は35％しか残っておらず，東南東または西南西面にな

って80形以上残ることになる。この地域の冬季の季節風

％冬至における日射系数と残存率
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■し

は，北西ないし西北西であるが，最も被害が多くでるの

が北面であるというのは，あるいはこの地域の主な3本

の水系が北に向いているからかも知れない。

また右の図は，冬至における日出没時刻と斜面の方

位，傾斜から算出した日射量のわりあいとの関係であ

る。前に，気温が低く，土壌凍結が深くなると樹木の吸

水活動が妨げられるとのべた。岡上さんたちは，土壌凍

結深は日射量と反比例することを報告している。そんな

関係で日射係数と残存率とが，わりあい相関が高いので

はなかろうか。ただし，ここに示した残存率は，1年間

のものでなく，獺えてから昨年までの，ろ～5年間の累

積である。

このように寒風害は，あるまとまった団地では，地形

と深い関係が出そうだから，これを地帯別に，海抜高や

水系の方向別に調べておけば，寒風害に対する立地級な

るものができそうである。

（2）凍害，早，晩霜のように突発的にくるものがある

ので，簡単にはいかない。まず第一にスギはどの位の低

温までたえるか，温度の上昇率や下降率も含め，また，

樹体の生長段階，あるいは土壌の乾湿，栄養条件なども

考えに入れて，実験室的に確めなければならない。これ

については，まだ十分わかっていないので早急にしらべ

る必要がある。つぎに全く未知な場所でも，ある気象状

態ならどの位低温になるかの予測ができなければならな

い。生井さんの微地形の解析法や，農林水産技術会議事

務局が中心となって，各試験機関が共同して作った土地

利用の報告喪にある判定法などは，五万分の一の地形図

を用いるので細かい判定はむずかしい。こんごこの点に

……‘‘.“-“鴎"-.,,‘’,’‘‘i1‘‘‘．...｡‘m‘‘,,,投稿

も焦点をしぼって研究する必要がある。このためには，

相当量の調査資料が必要で，ひろく，各機関の協力が望

まれる。

さて，造林予定地の，寒風害や凍害に対する立地級が

わかったとしても，そこでは皆伐一斉造林では成林の見

通しが立たないとしたらどうするか。弱い寒風害のとこ

ろなら，優秀な苗木を用い，十分根系のはるように施肥

をするなどで防ぐ．ことができよう。また弱い凍害地な

ら，たとえば低地は瀧切りなどで，土壌の排水をよくし

て樹木に耐凍性をつけたり，樹体下半部を技条などで簡

単におおって防ぐ．こともできよう。これらはいずれも実

例がある。しかし強い寒害ではこの位のことで防げな

い。寒風害に対しては防風林とか樹下植栽，凍寒に対し

ては林地からの放熱冷却を防ぐための保残木作業法が必

要である。後者は北大の今田さんが，すでにトドマツで

実証し，50％の閉鎖度が必要だとしている。

このように，全く伐採計画から組鏡直して，周到な更

新計画を立てなければ，寒害の激しいところでは，とて

もスギを成林させることはできないと思う。前生林を無

計画に伐採してしまって，苗木をうえてから寒害をうけ

たと騒いでもはじまらない。

さて，現在国立林試をはじめ，15の道府県林試が，寒

害防止の共同研究を5年前から実施している。私もその

一員であるが，できるかぎり早く，お役に立ちうる成果

をあげようと努力していることをお伝えして終りとした

い◎

募 集 21 IBO､ｫh,』11』0割80‘81……._｣E0．_Oh-dH_-.--…18lb‘gb

下記のように投稿をつのります。どしどしご応募下さい。

⑳研究，調査の発表
研究や調査については，その結果の要点だけをわかりやすく他の会員に紹介する目的で，できるだけ簡単
に書いて下さい。複雑な図表や表はなるべく省いて下さい。

〔400字詰原稿用紙13枚以内(刷り上がり2.5頁以内)〕

③自由論壇
林政に関する問題,技槻辰興に関する事項など,林業の発展に寄与するご意見ならなんでも，お寄せ下さい。

[400字詰原稿用紙10枚以内（刷り上がり2頁以内)]

④会員の声
本会に対するご要望，会誌に関するご意見など。〔400字以内〕
口上記についての投稿は会員に限ります。また原稿は，未発表のものをお寄せ下さい。
口図表,写真などを入れる場合ば，上記内の制限字数から一枚について300字ずつ減らしてお書き下さい。
ロ原稿には，住所，氏名および職名（または勤務先）を明記して下さい。
口原稲の取捨，掲戦の時期については，編集室にお任かせ下さい。長すぎる原稿は紙面の関係で掲載でき
ませんのでお返しするか，圧縮することがあるかもしれませんから，ご了承下さい。
口掲戦の分には薄謝を贈呈いたします。
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調査は，被害地の現地調査および調査票によるアンケ

ート調査を実施した。現地調査とアンケート調査のそれ

ぞれの項目において，重複するものもあったが，アンケ

ート調査は，現地調査による傾向を，より確めることに

役立てた。

現地調査では，立地条件，育林方法，品種系統と形質

について，6カ町村26カ所で，計測調査を行なった。立

地条件調査項目は，被害林地の位置，斜面形，傾斜，方

位，標高，起伏量，土壌型，風衝状況などであって，育

林方法の調査は，枯損状況，楠穴の大きさ，根系状態な

どについて約5～20本を掘り取り，次の基準によって調

査した。

○被害程度の区分

A全枯れ：苗木全体が枯れているもの

B枯れ強：

C枯れ弱：

D健全：全く枯れていないもの

○根系形態の区分

I型：正常なもの

Ⅱ型：ダンゴ状に丸くなっているもの

Ⅲ型：根の先端が反転して地表近くに集っているも

の

Ⅳ型：根の形が不良で，根量が少ないもの

V型:1､リアシ型のもの

品種系統と形質調査では，各被害林地で20本の造林木

を選び，次の形態基準の分類法（外山三郎氏による）に

よって分類調査した。

○スギ苗木の形態分類

(i)生長型

GG:普通型の生長をなすもの

Gg:中間型の生長をなすもの

gg:震生型の生長をなすもの

(ii)枝

KK6力枝の角度大なるもの90．以上

Kk;力枝の角度中間のもの45｡～90.

kk:力枝の角度小なるもの45。以下

MM&枝の着生密度大なるもの

Mm:枝の着生密度中間のもの

mm:枝の着生密度小なるもの

YY:枝の間隔等しいもの

Yy:枝の間隔やや等しいもの

yy:枝の間隔不規則なるもの

NN:枝の先端外方にそるもの

Nn:枝の先端ほぼ直線的なもの

nn：枝の先端内方にそるもの

｜
実態調査から

見た寒干害対策
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ま えがき

昭和40年春季における異状低温のため，本県の造林地

は大きな被害をうけた。とくに新植地の損害は大きく，

春植面積6,565haのうち植付本数の50%以上枯損した造

林地は，春植面積の33，4影の2,198haに及んだ。そのほ

か，昭和39年秋植を含む公団造林，県行造林の被害造林

地は50％以上枯損のもので596haに達し，被害実損額

は’約’億円程度と見込まれた。しかも，昭和39年5月

下旬に飛騨地方において500haの造林地が東霜害をうけ

ているから，連年の気象災となり，造林関係者に物心両

面にわたる深刻な打撃を与えた。

貴重な労力と多額の造林饗を負担する造林者は，天災

としてあきらめきれるものではなかった。この災害を契

機として，確実な災害対策をたてることが，造林者の切

実な要望と見受けられた。県は，災害造林地の改植等に

ついて’行政措置の万全を期するとともに，岐阜県林業

試験場を主体とする調査班を編成し，災害の実態を究明

して，これからの気象予報に対応した指導ができるよう

対策を誰ずることにした。

造林事業が鈍化の傾向にある現在，造林意欲の低下を

防ぎ’国家的要請である拡大造林を積極的に推進するた

めに,この調査がとりあげられた。しかし，現地調査が

7月中旬から下旬に及んだ時期的なずれもあって，計画

された調査内容も満たすことができず，結果もざん新的

なものはあらわれなかったが，この調査を足場として，

さらに研究を積上げて，造林者の期待に応えてゆきた

い。そして，この調査の現段階から，県の造林災害に対

する行政指導と造林技術を枝討し，そのあり方をまとめ

たものである。

1．実態調査の方法と結果

（1）調査方法

寺

ゲ
マ
の

鉛 ●

巴

－12－



アンケート調査は，調査票を県事務所（14）を通じて

造林者に配布しアンケートを求めた。アンケート対象の

選定は，県下で激甚地とみなされる15市町村について，

それぞれ1団地50％以上の被害があった造林地15カ所，

総計225カ所を選んだ。

（2）調査結果

被害地の現地調査力所および調査結果の総括的事項に

ついては，表－1のとおりである。また，アンケート調

査については回収率74％であったが，回答のあった調査

票でも，記戦もれその他で実際に使用できたものは，全

アンケート数の55％の125件であった。

イ．気象盗料の解析

気温は，5月下旬から4月下旬にかけて平年より低

(iii)¥

LL:菜の長いもの12mm以上

Ll:葉の中間のもの8～12皿m

ll:葉の短いもの8mm以下

DD:葉の密度大なるもの1cln間に20本以上

Dd:葉の密度中間のもの1cm間に5～20本

。d：葉の密度小なるもの1cm間に5本以下

AA:葉の着生角度大なるもの60．以上

Aa:葉の蒲生角度中間のもの50｡～60｡

aa：業の着生角度小なるものる0．以下

TT6葉の厚いもの1.5mm以上

Tt:葉の厚さ中間のもの05～1.5mm

tt:葉の厚さ薄いもの0.5mm以下
へ

表－1総括表
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一

爽生

注）場所1．吉城，河合，舟原，アザミザコ，2．吉城，河合，舟原，水ケ谷，3．吉城，河合，舟原，大倉山，4．吉城，河

合，舟原，大倉山，5．吉城，河合，角川，鳥屋，6．吉城，河合，角川，中根，7．吉城，河合，角川，牧ケ平，

8．吉城，河合，角川，牧ケ平，9．大の’丹生川，岩井谷，荒神洞，10．大の’丹生川，岩井谷，荒神洞,11.大
の'丹生川，岩井谷，荒神洞，12．大の’丹生川，シヨウガク･房，小木曾，13．大の，丹生川，下坪山，14．益
田，萩原，奥田洞，不動洞，15．益田，萩原，奥田洞，不励洞，16．益田，萩原，奥田洞，不動洞，17．益田，萩

原，上下呂，小洞，18.益田，金山，麻生谷，19．益田，金山，麻生谷，20．山県，美山，舟原，マヒラ，21．山

県，美山，蝿原，マヒラ，22．土岐，ツルサト，柿の，富士平，23．土岐，ツルサト，柿の，富士平，24．土岐，
曾木，岩平，25．土岐，曾木，岩平，26．瑞浪，土岐，木ノ難，中尾，27．瑞浪，土岐，木ノ薯，中尾
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麦－2サシキ、ミショウ別生憂型出現数と枯死率、健全率く，とくに最低気温ではこの較差

は，ほぼ高山6．，恵那，郡上八

幡で4．，萩原，美濃太田でろ。

であった。また，降水謎は，ろ月

は平年よりきわめて少なく，とく

に3月下旬は，異状乾燥状態であ

った。そして4月に入っても乾燥

状態は続くが，5月は逆に降水量

が平年よりきわめて多い。風は，

3月から4月にかけて，職ぽ平年

並承の北西風が強く吹き，5月に

入り北西および南西の風に変わっ

ている。

ロ．被害地の立地条件

（ｲ）被害地の出現率が多いの

は，翁価の中腹で上昇斜面形であ

り，傾斜は20｡～30.のところで

ある。

㈲標高は，範囲が広く200

m～800mがもっとも多く，全体

の70％である。斜面の方位は，北

西および南西が多く，枯死率が高

い激害地の70%は，北西および南

西である。また，アンケート調査

資料では，東南斜面にも相当の被

害がでている。

レウ樹種選定が不適当であっ

たものが46％あり，適地適木がま

だ不十分であり，間接的には枯損

にも関係がある。（表－1）

㈲その他微姻膠，推定気温

および斜面の長さと，被害の関係

を検討したが，はっきりした傾向

は認められない。

ハ．苗木の品種および形態

“）サシキ苗，ミショウ苗別

の生長型の出現数と枯死率につい

ては，表－2のとおりであるが枯

死率はgg>Gg>GGの順に低

い。すなわち，生長型が倭生のも

の程被害が大きい。また，サシキ

苗とミショウ苗では，ミショウ苗

がやや枯死率が高く，被害に対す

る抵掬生が低いものと考えられ

る。
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一

q■

1

孟 鐸,

回その他の形態と被害の関係は，次のとおりであ

る。

スギでは，生長型の良好なもの(GG),針葉が厚い

もの(TT)および枝の間隔が等しいもの(YY)等の

形態条件に近いほど枯死率が低い。つまり苗木の形態と

しては，針葉が厚く盤つた感じのものが，寒さや乾燥に

対して，優れている。（表－5）

ヒノキでは，スギ同様に生長型の良好なもの(GG),

枝の間隔が等しいもの(YY),枝の角度が大きいもの

(KK)程，枯死率が低い。（表-4)

二造林方法

（ｲ）苗木の大きさと被害の関係は，蔽高が大きい

程，枯死率または被害度は小さい。

（司植穴径は，現地調査ではあ童りはっきりした傾

向が認められないが，アンケート調査資料でば，植穴径

が小さい程，被害度は大きい。

御植え付け功程と被害の関係は，アンケート調査

盗料では植え付け本数が多くなるにしたがって被害度は

高い。

㈲苗木の根形（植えかた）と被害の関係を調査し

たが，傾向はみとめられない。ただ，スギについては，

サシキ苗の方がミショウ苗に比べて，正常な根形のもの

が多い。

㈱植え付け時期と被害の関係は，5月下旬と4月

上旬に植栽したものに，被害件数が多い。

㈲移入苗の平均枯死率は64％，地元苗のそれは35

％で，移入苗は被害度が高い。

（ﾄ）その他避林時の施肥の有無および地栫えとの関

係について検討したが，傾向が承られない。

2．寒干害対策

（1）予防造林の考え方

この造林地災害は，たしかに気象災であったと考えら

れるが，その反面，従来実行されている造林方法につい

て，率直に反省すべき点も多く含んでいる。すなわち，

苗木の品種ならびに形態，樹種の選定，植え付け方等に

ついて，粗雑な考え方を改善することが先決である。ま

た，異常気象の予報があったときの造林については，次

のことに留意して実行しなければらない。

イ植穴は，できるだけ大きく掘り，根を十分四方

に広げて植える。風衝面で寒風により乾燥するところ

は，深植えをする。

ロ高海抜地，風衝面の急傾斜など寒害の発生が予

想される場所では，樹種，品種の選定ならびに混植など

の植栽方法の工夫が必要である。

ハ苗木の仮植ば，輸送中の荷疲れを回復させるた

めに，まず水仮植をし，その後畑仮植をするが，畑侭道

中に根系を悪くしないようにする。

二風衝地の地ごしらえにあたっては，火入れ全刈

などを避けたり，筋刈，坪刈をしたり，または保護樹帯

を残すようにする。

ホ植え付けにあたっては，常に気象予報を参考に

して，乾燥，低温の時期をはずすようにする。

（2）造林行政の方向

最近の造林事業の停淵は，本県もその例外ではない。

その鈍化の一因に連年災による造林意欲の低下が考えら

れる。そして，これは県の造林施策如何では防御できる

問題であり，逆に造林意欲の向上に役立てることも可能

である。よって，今後の県の造林指導の方向づけを計画

造林の推進におき，これに対応する指導体制を確立して

いきたい。

イ県内の樹苗需給の円滑化を図り，優良樹苗の確

保につとめる。そのためには，優良な地スギの増産を奨

励するとともに，種子採取はあくまで厳正な直営事業で

行ない，採種風採穂園等の拡大につとめる。

ロ計画造林の指標となる適地適木調査の進度を早

め，県内の林地生産力区分図の作成につとめる。蓑た，

第一線の林業改良指難員等の技術研修を強化して，樹種

選定等の造林技術の高度化をはかり，造林者に対する指

導の万全を期する。

ハ災害地に対する改植造林補助，樹勢回復を期待

する施肥についての補助等，行政措置を迅速に行ない，

造林意欲の低下を防止する。

二林業試験場等研究機関の研究成果を，積極的に

林業行政に反映させるとともに，試験場は行政に直結す

る研究科目を採択する等，行政機関との協力体制を推進

する。

むすび

この実態調査は，岐阜県林業試験場が主力となって調

査し，まといたものである。時期的なずれもあり，期間

もきわめて短いものであったが，この調査は意義深いも

のであった。本県の造林計画ほ，公有林では公団，公社

造林を主体とし，私有林については，市町村林業計画の

なかで計画的に展開されることになっている。年間造林

面積11,000ha人エ林率記％の本県は，いつまでも前向

のかたちで造林事業を進めたいと思う。その意味から

も，造林災害の原因追求をやめることなく，より充実し

た資料を整備して，造林者へのサービスの徹底をはかっ

ていきたい。
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択伐林施業の反省
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5．択伐林施業のカルテ

イまじめな医師の気構え

わが国の「択伐林」は，樹種からいっても，また，林

分組成の形の上からみても，たいへん複雑にできている

から，したがって，これを合理的にうまく経営していく

ことは，容易なことではない。の象ならず，さらに経済

関係をつけ加えて考えるならば，なかなか，たしかな断

定をくだしにくい難問といわなければならない。

この意味において，森林経営の現地担当者に対して

は，常に貴い人命をあずかる医師とおなじ心境におい

て，その職務に従事するよう要求されねばならぬが，わ

たし自身も数十年来，このように実践したいものと心が

けてきた。
oOO。。◎

恩師本多静六先生は，「植栽林｣腱おける間伐木の選定

について，その心構えを『停年に達した若ものに対する

徴兵官の態度でやれ』と，わたしどもを指導されたけれ

ども，今は時代もかわっているので，わたくしは，「択

伐林」の選木にあたっては，前にもいったように，『医

師の患者に対する気轍えをもって，やってもらいたい』

と望むものである。

しかし，「択伐林」そのものを，病人扱いすることも

どうかと思われるので，大衆を相手に政浦の運営にあた

る市嚇i臭になったつもりでやったらどうか,とも考え
られる。

いずれにしても，病人をなおし，民衆をより幸福に導

くといった貴い職責を自覚するならば，とても，いい加

減な仕事をやって済ますわけにはいくまい。

そこで，カルテをかくにあたって，震ず，相手になっ
●●｡●●●

ている「択伐林」の組難立てにつき，一段林・多段林・

通総称といった,簡単な外観上の見方だけでなく，青
森のヒバ林で松川恭介技師が，はじめて用いた『林相表

示様式』（私は，これを実用上，少し焼き直して使って

おり，また人にもすすめている｡）（私の『森林の見方と

扱い方』中「森林の組み立て」参照）のような，針広の

区分，および，その混交，疎密の状態，ならびに，保護

樹・後継幼稚樹の有無など，一見して，その林分の概況

がわかる程度に，符号であらわすことも必要となってく

る。

このことは，小面讃の簡単な林分や）または，経営者

が自分で山をまわり，自ら施業の指揮をとるのであれ

ば，問題はすこぶる簡単だが，大面積の国有林や，公有

林になると，施業担当者が，縦にも，また，横にも，大

勢配置されているのだから，相互間の意思の疎通をはか

り各自の森林に対する見方に，くいちがいのないように

する上からも，また，これを具体的に記録するために

も，一応しかと，きめておいた方が便利のように思われ

る。

口択伐木のえらび方

さらに，この「択伐林」の現状を、よりよき林電に導

くにば，どんな林木を伐り，どんなものを残しておけば

よいのか，また，多くの樹種が交じっているとすれば，

経済面から見て，いずれを除いて，いずれを殖やすのが

得策か，すすんでは，各林木の樹性にかんが象，その組

象合せに無理はないか，しかも，各林木の社会性に，調

和をたもたせるには，どうしたらよいか，など，各方面

から考えて象れば，なかなかめんどうなことになる。

しかし，こんな細心の注意を払い，現地でまじめに働

いていれば，林木そのものが，おのずから，その表情を

うったえてくるかのように，いわゆる、物いわぬ林木の

声穐として，その動きを汲みとることにもなって，なん

となく，仕事がおもしろくなるわけである。

かかる念頭のもとに，わたくしは，かつて，「択伐作
●●● ●●●

業」の実行者の一員として，多段林，もしくは，連続暦
● ●●●

林を対象として，『樹型級別』を考案し，これを択伐木
●●●●●

の選定標準に使ったことがあり，爾来数十年間いつも使

いならしている。

○択伐林を対象とする樹型級別（津村案）

I上段木林冠の上段を占める樹木

第一級木1（優良ﾌf･健全なる発育をなし利用的価値大

なる樹木

イ（過熱優良木）熟期を過ぎほとんど生長

を停止せるもの

戸（未熟優良木）熟期に達せず現に生長し

つつあるもの

第二級木2（損傷木）樹体に不健全な部分あるため，第
一級木に比し，利用的価値多少低減し，もし

くは低減するおそれある樹木

第三級木3（奇形木）樹体健全なるも,生長偏奇,形態不

良なるため，利用的価値きわめて小なる樹木

イ輔書奇形わその樹冠のため隣接せる
第四級木，または，第七級木の発育に障害を
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与えるもの

口（無害奇形木）イに比べ障害を与えるこ
とが少ないもの

Ⅱ中段木上段木に比べ生長の優れたもの、または，後生木に
して中段を占むる樹木

第四級木4（優勢木）壮齢の有用健全木にして，樹冠の
発達隣接木のために妨げられることなき樹木

第五級木5（劣勢木）第四級木に比し被圧の状態にある
か，または被害のため健全なる発育をなす見
込承少ない樹木

第六級木6（障害木）その樹冠のため第四級木または第
七級木の発育に障害を与え，かつ利用的価値
少ない樹木

Ⅲ下段木林冠の般低部を占める樹木

第七級木7鯖用幼稚御生育の見込象ある有用樹種の
幼碓樹

第八級木8（不用幼稚樹）被圧または幹形不良等のため
将来後継樹として育成する価値のない幼稚樹

いうまでもなく，『樹型級別』のごときは，多くの技

術者たちの選木に対する考えをあらわす方式を統一し，

選木を理由づける一方便にすぎないのだから，自分ひと

りで，その所有林を経営する場合は，格別考える必要も

ないことで，特に坑木とか，パルプ材のような小径木の
0◎

生産を目的とする「植栽林」の間伐などでば，その必要

程度は，よほど低減されてよいわけである｡

つまり，あまり型にとらわれて扱うと，かえって能率

も上がらないし，糖を飛んでもない錯覚をおこし，失敗

を招くことにもなり，けつきよく，その主旨に反するの

で，むしろ，、なにゆえに受、なんのために、といった

l目的と，その焦点を十分呑象こんだ上，現実林にこれを

あてはめるとすれば，たとえば，『何級木にあたる林木
●●● ●●●

の大部分と，何級木にあたる林木の小部分を』とか，ま
●●

たは，全林木に対し，『本数において，何パーセント，
●●

材積において何パーセント程度伐ったらよい』といった
｡●●●●

大体の目安をたてることが，先決問題と考えられるので

ある。

このことは，「林分形」の一様でない「択伐林」につ

いて，いろいろの林分に適用するとき，それぞれに応じ

た，適当な択伐木が，えらばるべきだから，「植栽林」

ならばともかく，「択伐林」において，わたくしの見た
。◎O

ある試験林のように，天然生林の不整林分に対し，20，

40,70パーセントなどの比較試験をやっているのは，ま

ったく繩意味ではないかと思われる。

要するに，森林の実相を十分よゑとり，伐採度合を総

合的に判断することの訓練を積むべきで，（少なくとも，
●● ●●

強度とか，弱腱とか）どこまでも，『樹型級別』は形式

の象にとらわれることなく，現実的にうまく使ってゆき

たいものである。

したがって，実行上の考え方は『この木は何級木にあ

たるから伐る，あるいは残す』というのでなく，伐る木
●●●

と残す木といった二つの全く相反する立場におかれるも

のの判断は，施業方針の主旨にしたがい，林木相互の合

理的組敦合せ，といった生態学的考えもさることなが

ら，さらに，経済関係をも加味検討して，全体としての

調和がとれ，けつきよく，『よりよき林の姿』に導き得

られるようにすべきであろう。

その結果，実際調査木は，何級木のもの何本，その材
●●

積何ほどをとり除き，何級木のもの何本，その材積何ぼ
●■

どを強すといった記録が生まれるので，場合によって

は，当然伐らるべくして残され，残さるべくして伐られ

る場合さえありうるのであって，『樹型級別』そのもの

に，しばられる必要は毫もないのである。

そこで，わたくしどもが，「択伐林」にのぞんで，実

際「択伐」されることの望ましきものを’棒すれば，
◎。。●●●●●

伐期齢をとっくに過ぎたる上段木の過熱優良木(1イ）
●●

はもちろん，折れたり，あるいは材質の傷んでいる損傷
● ●●●

木(2)や，枝条がゆがんだり，ばかに拡がってる有害奇
●●

形木(5イ)のごときは，できるだけ早く，伐採利用さる

べきだが，さりとて，潔癖的にすっかり伐ってしまうこ

とは，林全体の調和の上からも，また，利用上からもよ

く考え，特に伐るべき理由が，ハッキリつけられるもの

から，先に手をつけるべきであろう。

したがって，2，3級木のうち，大した支障のないも

のは，しばらく保留して，次期まで繰り延べることも考

えられる。

また,椴糸では,いま仲びさかりの‘慶鮴(4)は，
の●●

大部分残さるべきだが，幾らかおされ気味の劣勢木（5）

の中では，一部はのぞく必要ありとしても，他の大部分

は，補充木として残さるべきであろう。むろん，隣接木
口●●

の生長をじゃまする障害木（6）のごときは，できるだ

け，多数伐り去るべきは，論のないところである。

さらに，
。。◎

下段木にいたっては，ことさら，急いでとりのけねば

ならぬ場合は，林木の密生しているため，除伐の意味で

行なう位のものであろう。

以上述べたような，大体の要領にもとずき，実地調査

の上，具体的な燭粟木の記録が生まれ，そうすることに
●●｡●

よって，その伐採理由が明らかとなり，将来施業計画の

上に役立つところの，賢重な参考資料となるのである。

ハ蓄職の見職りと年伐量の算定

「択伐林」の群職見つもりも，面積調査が，次第に精度

を加えてくるにしたがって，正確に近くなってきたこと

は事実であるが，かかる面稜のくるいからでなく，天然
●●●｡ ●■●

生林の林木利用の見地から，未利用木と思われる被圧木
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る必要がある。
●●●●●●

こうして，各標準地における合理的択伐量も，したが
●●●

って択伐率もでてくるのである。

かかる調査は，実地の林に対して，将来茎よりよき

林、をつくり，「森林の収獲保続」のため，どの程度の
伐択方法をとり，どれだけの伐択量をえらんだらよい
か，ということを厳密に測るのであるが，これを前記の

簡易な「生長堂法」によって算出した数字に照らして，

適当に調整したらよいと思う。
●●●

したがって，択伐率のごときは，これまで用いられた
●●●●●●●●●

ことのある仮定の輪伐期と回帰年（循環期）による比率
とか，または，標準地内総材積に対する前記の簡易な

●●●●●●

「生長戯法」によって算出した択伐予定材積のような，

現実林の実状に適さない歩合が指定されることは，この

際思いきって，避けるべきだと思われる。
●●●●●●

かくのごとく，仮定的計算による従来の利用本位の択
●● ●●●●●●●●●●●●●●●

伐麓を予定するのと，育林的根拠にもとずく現地主義的
●●Q●●

択伐予定量との間に，結果的に見て，どれだけの食いち
がいが生ずるかば，最高指導者において速かに研究しな

ければならない当面の重要課題であろう。

わたくしは，厳格なる意味の「択伐林」はまれで，し

かも，容易に実現させにくいわが国では，あまり窮窟な

森林経理学的技術にとらわれて，「法正択伐林」の実現
●●●●●●●●●

を夢ぶるよりも，不法正なる現実林を、よりよき林分
●●●●●｡｡⑥●●●●●●●●e●●●○

形、に改良して行くための「計画立案者」と運営にあた
●●Q●●p●●●●●●④｡●｡●■●●●

る｢実行賀任者｣との共同の力作による伐採予定量こそ，
●●●●●●●●●●●

単なる机上計算による仮定的希望的伐採予定量にまさる

正確さと，経営の将来に禍根をのこさない『よりよき方

法』であると信ずるものである。

特に，今のような過伐の結果，非常に荒れて，不法正
な林分になってしまったものを，改良の一途にもちなお

●●｡●●●

してゆくためには，ぜひとも，育林的整理伐あるいは撫

育的択伐作業を主眼とする施業計画がたてられなけれ

ば，ついにとりかえしのつかぬ結果に陥るものと確信す

るものである。

のあるもの，および，傷み木などは，経済的に引き合わ
●●●●●

ないものとして，古くは，資源外蓄獄などと，妙な名前

をつけて，これを工業原料にもちこんだといわれている

が，こんなことから考えても，当時は，調査力不十分
●●●

で，林木の利用的価値の有無判断が，ほとんど，調査者
ら鋪によることが多く，蓄職の見祇りにもかなりのく
いちがいがあった，と想像されるのである。

したがって，そんな時代の「標準年伐量」の算定は，
●●●

「経営案」の立案にあたり，多くの場合，標準地とか，
●●●

●●●

標準木を用いており，調査にあたっては，生長錐を使っ
て，測径限界以上（たとえば三寸上など）にある林木の
一定期間における材稜生長量を求め，これを施業期間の

●●●●●

年数で除して，便宜上連年生長鐙と見なし，結局’この
●●●●●

材頼生長量を超えない範囲で，年点内輪に伐っておれ
ば，伐り過ぎになる心配はない，といった安易な考えで

●q

やったのであるが，実際問題としては，この材穣の連年
●●●●●

生長量を,直ちに標準年伐避にもってゆくことに学者や
技術者仲間でも，議論があるわけで，簡単には，それで
よかろうというわけにはいかない。

現に，かか為考え方にしたがえば，ほとんど生長の止
●●●

まった老衰林においては，伐るべき数瞳が，極端に少な
●●●

くなり，反対に，生長の盛んな被害跡などの再生林で
は，ばかに伐採量が増大するといった，両極端の場合

が，北海道にはずいぶんたくさん見られ，大変な矛盾が
●Ce

おこるばかりか，伐採による残存木への影紳は，希望的
●●

生長の上に，およそ想像もつかない異変がおこりやす

く，特に，前にいった利用本位の「単木的択伐」に至っ
●●⑥● ●●●

ては，立ち枯れやら，風倒木の続出で，大変なことにな

るのである。
①●●●

その上，事業実行に伴うかかり木とか，通つけなどに
●●●

よる障害木など，予定外の伐採壁も相当見祇らねばなら

ぬことになる。

したがって，こんな不正確な結果をもたらすおそれあ

るある種の「生長量法」とか「生長率法」といったもの

だけにたよったのでは，危険この上もないことだから，
●●●●

こうして出した数字は，ただ対照資料とするにとどめ，
●●句

むしろ，現実林において，伐採予定地域につき，代表的
＄●●●●●｡●●●●

●Q■

林分形の標準地（材積調査のためにやる標準地とは，根
本的に考え方が違う）数カ所を設け，各蓄祇を調べた
●D●●●●●●●●

後，計画立案者と実行責任者の立会いの下に，最善をつ

くして，適当なる択伐木を選定した上，その数通をたし

かめ，これと同時に，伐採に伴う傷害木とか，立ち枯れ

などによって，自然減量となる本数および材職と，新た

に生長増進のため材稜調査閣内に編入される見込承のつ

いた小径木の本数および材穣を見識って，これを増減す

《
、

一

2

~ 8

6．択伐作業のゆくえ

前にもいったように，択伐作業から「全伐作業」に切

りかえて，これに，養成苗木を植えつけることを得策と

する現実林のある反面，これまで，虐げられていた森林

の中でも，これに適当な手を加えるならば，どうにか，

ものになる，もしくは，よりりっばなものに育てあげる

ことができる，と思われる相当面積が残されているの

で，この際，「択伐作業」本然の姿にたちかえり，、よ
●●●●●●●●

りよき林をよりよき姿、にもってゆく育林第一主義的択
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伐に切りかえることが，北海道のごとき最近の大風害林
●■●●

や，古い山火事による大再生林を擁するところでは，当

然の帰結として，とりあげられねばならぬと信ずるもの

である。
●● ●●

ただ，ここで，計画に対する実行が，これまでとかく
●●●

相伴っておらず，計画案は徒らに，独走して空まわりに
●●⑪●●●

終るどころか，はなはだしぎは，実行者が計画案の本旨

を無視し，とんでもない方面に逸脱した例が，いくらか

あったと思われるが，こんなことは，転任，退職など異

動のはげしい官界などでは，実行責任者同志の間に，し

ばしば見られる，忌まわしき現象といわなければならな

い。

要するに，これまで「択伐作業」をとったところが，

おおむね不成紋となったのは，「択伐作業」なるがゆえ

に，わるかったというよりも，これを扱った担当者，も

しくは，指導者たちの研究と努力の足りなかったことは

もちろん，当然払わるべき注意を怠ったことに帰すべき

原因が多分にあると思われる。

したがって，今後，合理的「択伐作業」を行なう余地

が，まだ，たくさん残されているということは，同時

に，これを実行するに足る優秀なる担当者が用意されて

いるということでなければならない。そうでなければ，

どんなに，上位の方で，あァでもない，こうでもない，

と地団駄ふんだところで，実現の可能性は，ほとんどな

いといっても過言でばあるまい。
●●●●●●■｡■●●⑨●｡⑦●O●●●●

要は，まじめな林業人を一人でも多く現場におくると
●●●●● ｡●●●｡C①

いうことが，、よりよき択伐林、をつくる第一義という

べきで，

いずれにしても，いたずらに，「択伐作業論」を上下

したところで，肝腎な人の心と，手足が，これを現実に

運んでゆかないことには、そんなはずで健なかったが、

と，どんなに嘆いてゑても，はじ童らないことである。

したがって，この場合，「択伐作業」をより集約に導

く手段として，全林木毎調査を基調とするかの「スイス

式照査法」のごときが，理想主義の人達の間で，まじめ

に考えられているほどである。

特定の方法を机上で考えだし，、これが最もよい方法
■●●｡●

だ、ときめてかかるこれまでの減鐸的方法を避けて，も
●●●

つばら実証法による考え方については，わたくしの大い

に共喝するところであるけれども，ただ，その施行上に

は，現実の問題として，幾多の難関がよこたわっている

ものと思われる。
●●●●■｡

このようなことから，わたくしは，代表的林分形の幾

カ所に，標準地を設け，これら特徴のある幾多の林分に

対し，それぞれ最善をつくして，合理的択伐木の選定を

行ない，これを実行に移した後，その推移状態を，た

とえば，「伐採経過整理薄」といったようなものに伐採

の実施に伴う生長堂の推移等を，記録し，これを操返す

こと，しかも『照査法』における「経理手帳」に準じて

細かく調査するならば，将来より合理性のある施業を期

待するに必要な攪料が得られるのではないかと考えてい

る。

× ×××

最後に，以上の所説を総合し，わたくしは，大要，次
0◎

の結論にもってゆけるのではないかと思う。

1，これまでの「択伐林」が，あまり象じめな状態に

なったのを見て，経営上の実行能力をかえり象ない

で，反動的感情にとらわれ，「森林作業法」を全面

的に切りかえ，大面積の画一作業にもっていくこと

は，すこぶる危険でもあり，これが，将来に禍根を

のこすことにもなると思われる。このことは，往年
●●●●●●●●■●●●●●●●●●●

の国有林特別経営事業や，公有林野官行造林事業の

業縦にかんがゑ，慎重なる態度でのぞむ必要がある
●●

2，「択伐作業」の計画は，これまで，とかく，実地

に即しない，仮定的理論にはしりやすく，実現の可
●臼

能性にかけた場合が多かったようである。現に択伐
●●●● ●●●●●●

木の選定についても，単なる林木利用主義から脱し
●●●●●

て，現実林に即する育林的考慮に切りかえ，さらに
●●● ●■■●●●

択伐率とか，年伐量の算定のごときも，現実林をこ

の上悪化させないため，架空的机上計算にたより過

ぎた考え方を改め，むしろ，「現地主義」によって
●●●●●●

各種の代表的林分形の標準地を設け，これにつき，

いろいろの基本調査を行なって，無理のない蔓より

よき姿、に導けるよう，合理的伐採計画をたて，こ

れを実行に移した場合には，よくその経過を明らか

にして後日の参考資料に供する。

3，「択伐作業」のごとき，複雑なる仕事は，特に，
●●●●●Q

計画者と実行者との連絡を密にし，お互いの立場を

よく理解しあって，行きちがいのないように努める

とともに，経営担当者が更迭によって，仕事に食い

遮いを生じたり，中断したりすることのないように

する。現に，先任者の大変よい考えにもとずくよい

成績が，後任者の心なき思いちがいとか，怠慢によ

って，まったく崩されてしまった，という実例を往

往見せつけられているのである。（完）
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し主，かえましよ」といいながら，木ぼりを替え合う。

その群衆のなかに，ネ蝿二から木ぼりと同じ金製のものを

もった人がはいり，だれにもわからないうちに，それは

つぎからつぎと替えられて行く。そして，最後にこの幸

運のウソは，だれかのものにきすわけである。ことわざ

の「うそから出たまこと」というのは，まさにこのこと

であろう。

この神事がなぜ天満宮で行なわれるようになったか，

またいつごろから始室ったのかもわからない。ただ，天

満宮に祭られた菅原道実公が梅を愛したのは，有名なこ
とである。その梅の新芽にウソがついて食べてしまうの

は事実であるから，梅をなかだてとして天満宮とウソが

結びついたのは，くつに不思議ではないが，これはあま

りにも科学的な説明にすぎるかも知れない。古くからの

神事には，もっともっと深い縁起があるにちがいない。

言い伝えるところによると，木ぼりのウソは人間社会

のわざわいを嘘（うそ）にして，幸福な社会生活を送る

ようにとの願いをこめている，ということである。ウソ

にとっては迷惑なことであろうが，愛すべきこの小鳥

は，そんな人間社会のことなど意にしていないかのよう

に，いつも元気で快活である。なお，ウソは古くオソと

よび，笛の意味だそうであるから，その鳴き声からきて

いるものらしい。

－Ⅸ－

針葉樹林にすむウソ

《
『

”

＆

ウソの種類

ウソはスズメ目アトリ科の鳥でああ。最近まではスズ

メ目のことをエンジャク(燕雀)目とよんだのであるが，

むずかしいので改めることになった。学名はやはりパッ

セルス(PASSERES)でかわりはない。

ウソは広くアジアからヨーロッパにかけて分布してい

るから，旧世界の鳥ということができる。それもおもに

北方の針葉機淋がその生息地帯である。もちろん系統か

らいえば，北方系もしくは寒帯系とよぶ租諏の代表的な

鳥ということができる。広い大陸に分布しているため，

各地にいろいろな地方的な変種を生じている。

わが国にもウソのほかに，ベニバラウソ･ヂシマウソ・

アカウソが記録されている。わたくしたちがウソとよん

でいる種蕊頁は，北海道と本州の中部から北部の針葉樹林

帯に繁殖していて，冬になると平野部までおりてきた

り，四国・九州まで渡るものもあるし，伊豆大鳥あたり

まで海上飛行するものもある。

ゥソのオスは，くびのまわりが紅色をしているので美

しいから，「照りウソ」の名がある。これにひきかえて，

メスはこの部分が灰色をしているので，「黒うそ」もし

くは「雨うそ」とよぶことがある。雌雄のこのよび方

東京のデパートや，繁華街の小鳥屋の店さきに，ウソ

の姿を見かけることがある。黒い頭，それ以下のうす紅

色と灰色はおちついた感じをあたえる。しかも，ほかの

小鳥とちがってやや立った姿は，いかにもかわいい。な

かには，大都会のまんなか，しかも捕われの身であるこ

とも忘れたかのように，ブイ，ブイと低い，しかしよく

通る笛に似た声で鳴いているものもいる。

この無6､な鳴き声をきくと，こちらも思わず都会のま

っただなかにいるのを忘れて，亜高山帯の針葉獅休を思

いださずにはいられないほど，さびしげな，おちついた

歌である。ところが，この愛すべき小鳥が，じつはサク

ラなどの新芽をくい荒す害烏なのは意外である。わが国

ではもちろんのこと，イギリスあたりでも，この鳥によ

る林木や果樹の新芽の被害はいちじるしいものがある。

だが，やはり愛すべき鳥であることにかわりはない。

~凸

4

うそ替えの神事

九州の太宰府や，東京の蝿戸にある天満宮では，2月

の立春のころ，「うそ替え」の神事が行なわれる。この

日は木ぼりのウソを各人が片手にもって染り，「かえま
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は，オスの鳴き声が明るく，はればれとしているのに，

メスのそれはウエットであることにもよるらしい。むか

しの人は，うまいよび名をつけたものである。

ベニバラウソは，その名のとおりオスの胸から腹部に

かけて淡い赤色をしている。この濯頚は，ごく北方に生

息していて，おもにカムチャッカ・北千島・北サハリン

にいる。わが国にはごくまれに冬鳥として渡来する。い

ままでに富山・鳥取両県下で採集されたにすぎないか

ら，おそらく迷ってきたものがたまたま捕えられたので

あろう。

チシマウソは，一般に灰色が強い。とくに背面は淡灰

色で，全般の紅色が少なく，胸より以下は灰色である。

その名のとおり千島，それも南千島のエトロフ・国後島

あたりで繁殖している。そして冬になると，北海道から

本州の中部あたりまで南下してきて，長野・諦馬・栃木

県あたりで揃えられ，ときには島根･高知両県下でも記

録されている。

アカウソは，これも名のとおり胸から腹部にかけて赤

紅色をおびた淡灰色をしている。このウソは大陸系の鳥

で，サハリンからアムール，中国東北区にかけて繁殖

し，冬は日本・朝鮮・中国北部に渡るが，わが国ではご

くまれで，本州・伊豆の神津島・四国で採集されている

にすぎない。おそらく，冬鳥としてば定期的に渡ってく

るのではなくて，迷ってくるのではないかと思われる。

このような鳥を迷烏とよんでいる。

ウソの習性

ウソは亜高山帯の金傑桜淋帯の鳥といっても過言では

ない。標高2,000～2,500mのオオシラビソやコメツガの

林がそのすゑかである。巣はその地上1～5mのところ

にある枝のうえにつくる。巣材としては，枯れ枝やつ

る，それにサルオガセ，コケ類などをつかって，わん型

につくる。大きさは10～15cmで，醒垂は5～8cmに

つくり，細い根やリゾモルファ，羽毛，獣毛などがひか

れ，やわらぐできている。

繁殖は5～7月で,1～2回行なう。卵は4～6個で，

緑青色に暗紫茶色の小さい斑点が鈍端に点在し，美しい

かぎりである。大きさは20×15mmでごく小さく，重さ

は2.5gぐらい。卵はメスがあたため，オスはその期間

中，メスにえさを運ぶ役目をする。ヒナは12～16日でう

まれ，雌雄でこれを育て12～16日で巣立ちをする。

食べものは植物賀がおもで，とくに新芽を好んで食べ

るから果樹やサクラ・ウメなどに被害をあたえることが

あり，新潟・山形・秋田県下では，その被害に悩烹され

ている。このほかツメクサなどの雑草の種子を好んで食

！

くる。春から夏にかけては虫も食べ，リンシ目の幼虫，

ハエ，カミキリなどをとる。

秋になると，うまれ故郷の針葉樹林をさり，平野部》こ

おりてくる。12月ごろに東京の目黒にある林業試験場の

描内で，おもわぬ対面をすることも菫れではない。ま

た，北海道，東北地方に繁殖するものが，四国・九州と

旅にでることも多いから，冬になるとこの方面の生息数

が多くなる。暖いこの地方は，新芽の動くのが早いか

ら，かれらにとっては申しぶんのない生活場所である。

しかし，やはり故郷へ帰りたいのは本能であるから，春

の北上とともに淵群を追うかのように，帰北への旅をつ

づける。

ウソの害

冬を越すために暖地の平地林に渡ったウソは，ウメや

サクラの林に20～50羽の小群できて，その新芽を食害す

る。このあたりに天満宮との結びつきを生じたのかも知

れない。

ウソとこれらの新芽との関係は，かれらの生活に直結

しているだけに切りはなすことはできない。したがって

渡りは新芽を追って北上して行くことになるから，被害

の発生も期間的にずれてくる。すなわち，九州において

は2月ごろ，中国地方では2月末，新潟県下では3月初

旬から中旬に，そして秋田県下では3月中旬から下旬に

かけてである。さいわい大きな森林被害にまで発展しな

いが，部分的には針葉樹の若芽などかなり食べられてい

るのであろう。

この‘賭の果樹の被害は，どこの国でも手をやいている

ようである。イギリスあたりでも困っているらしく，パ

ンフレットを発行して指導している。わが国でも上記の

諸県では果樹園の悩承のたれになっている。いま行なわ

れている方法は，ところどころに赤い布や風鈴，鳴子な

どをとりつけているが，ほとんど効果がない。また，カ

ーバイトの爆音器も用いているが，さっぱり効果があが

らない。

性質としてはやや鈍感で根強いから，追っても追って

も，またすぐ来て食べるので，いつの菫にか食いつくさ

れてしまうのである。なんとか，このかわいいい小鳥を

殺さないで防ぐ．方法はないものか，と考えているのであ

るが，なかなか名案がうかんでこない。
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オスモシルによる

マツクイムシの

餌木誘殺について

岡田武次

井戸規雄

〔和歌山県林業試験場〕

はじめに

従来マツクイムシの駆除方法として，餌木の利用が薄

えられてきた。しかしながら，この場合は餌木の適期剥

皮駆除が必要で，その時期を誤まれぱ，かえって繁殖の

場を提供することになりかねない。そのため，餌木とす

る立木に，あらかじめ確弗化亜鉛剤を吸収せしめ，これ

に誘致されたマツクイムシを駆除しようという試象が，

井上博士によって紹介され，北海道のヤツパキクイ，ト

ドマツキクイなどに対する駆除試験の結果が，林試研究

報告No.111に発表されている。内地の，いわゆるマツ

クイムシといわれるキイロコキクイムシ，マツノマダラ

カミキリ，シラホシゾウ属などに対する硅弗化亜鉛剤の

効果については，若干の研究があり2)3)4〕5>，それぞれ餌

木誘殺の可能なことを述べている。

筆者らは，昭和“年度から，本剤を使用した餌木誘殺

法によるマツクイムシ防除の研究を開始したのである

が，その効果の概要ならびに施朋方法についての2．5

の知見を得たのでここに報告する。

本試験を実施するに当り，種倉ご指導をいただき，な

おまた原稿をご校閲いただいた前林試北海道支場保護部

長井上博士に対して，厚くお礼申し上げる。

1．試験の方法

これば，餌木とする立木の，できるだけ地隙部を，幅

5cm程度剥皮し，それに水でねって糊状にした本剤を

塗布し，その上から黒ビニールなどで被覆するのである

が，この試験では，樹紳の全周剥皮処理法と，半周剥皮

処理法の二法を，各試験地において，それぞれ第1表の

ように実施した。

1本当りの薬愛は，供試木の大小により差異が大きい

ので確定的なことはいえないが，剥皮部に一様に塗布で

第1表試験地一覧表

試験地|樹種｜
高池Aアカマツ

高池Bクロマツ

串本ク宮マツ

すさ象クロマツ

樹齢|豊月昔“本数|鎖愚至膳協理
年本本本

18～2640．6．2466

u40．7．21055

1840.7.86313

12～1540．7．933

きる量として，30～709を使用した。被覆は，造林用に

使用されている育成紙（黒色の厚紙）を使用した。

2．試験の結果

イ，効果判定の方法

処理木ば，処理後5～7日でほとんど赤変するが，調

査時までそのまま放置した。効果判定の時期は，餌木と

しての誘致力がなくなると考えられる2カ月後とし，そ

の方法は，供試木を塗布部から伐倒して，その直上から

1m毎に20cmの幅をリング状に剥皮し，加害虫毎に繁

殖・不繁殖の状態を調査した。すなわち調査項目は次の

とおりである。

a，マツノマダラカミキリ

産卵痕数．孵化死数．孵化生数

b.キイロコキクイムシ

不繁殖無仔母孔（穿入直後死亡しているもの）不

繁殖有仔母孔（子孔の形成途中で死亡しているもの）

繁殖母孔（生存しているもの）および成虫脱出孔の

有無

c・シラホシゾウ属

繁殖している場合は，虫態別の生存数，成虫脱出孔

を調査したが，不繁殖の場合はその確認がきわめて困

難であるため，特に記録しなかった（このことについ

ては後述）

d.その他の加害虫については，上記に準じて記録し

た。

ロ，各試験地における試験結果

第2表のとおりである。

表中，供試木欄のDは供試木胸高直径(cm)Hは供

試木樹高(m)Wは薬剤塗布幅(cm),調査区幅の番号

0．1．2“ろなどは，0は塗布部直上，1は塗布部か

ら1mの部分，以下同じように2xn．3mの部分を示

す。

害虫の種名は,M.aマツノマダラカミキリ,M.sム

ナクボサビカミキリ,S.spシラホシゾウ属,C.fキイ

ロコキクイムシである。

生存虫柵のAは成虫,Pは鋪,Lは幼虫を示す。

3．考察

イ，対象害虫に対する殺虫効果
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キイロコキクイムシは，穿入直後母孔を完成する頃に

死亡しているものが多く，仔孔が発生しているものも若

干見られたが，それも5mTn程度の長さのところで死亡

しているのが観察された。

マツノマダラカミキリについては，孵化直後に死亡し

ているものが多く，孔道を長く作っているものはほとん

ど見られなかった。

シラホシゾウ属は，その産卵習性が上述のものと異な

るため，その幼虫のへい死体ば，肉眼的にはほとんど認

めることができない。しかしながら詳細に観察すると，

孵化直後の微小幼虫が，形成層に達する直前，あるいは

達した直後，および形成層を若干食害した状態で死亡し

ているのが見られた。調査した一例をあげると，樹皮面

積160cm2に29のへい死体を認めることができた。

したがって，半周剥皮処理の場合，非塗布部直上には

シラホシゾウ属が多く繁殖し，塗布部直上には全く食痕

が見られなかった（肉眼的には）が，その部分にも，非

塗布部に繁殖している数と同じ程度のシラホシゾウ属が

死亡しているものと考えてよいわけである。

ロ，薬液の吸収上昇について

供試木の棚高は比較的低く，4.0～8.0mであるため，

いずれも吸収上昇は良好で，梢端部のキイロコキクイム

シにも効果的であった。

しかしながら，供試木の形状によっては，吸収上昇の

行なわれ難いものもあった。すなわち別途実施した試験

の観察によれば，樹幹の途中に太い枝が分岐しているよ

うな場合，その枝の直上わずかの部分には薬剤が上昇し

ないようで，加害虫の繁殖が認められた。

そのため，供試木を選定する場合は，できるだけ通直

な，太い枝の少ない木を選ぶ方が，薬液の吸収上昇がよ

いようである。

ハ，薬剤塗布に当っての問題点

剥皮部は，できるだけ地際部とすることは，この薬剤

が下方にはほとんど効果がない3)5＞ことからも大切なこ

とである。また剥皮する際には，靱皮部を全く残さない

ように剥皮することが必要である。すなわち，別途実施

した試験での観察によると，わずかに残された靱皮部の

ために，その直上部分にば多くの加害虫が繁殖生存して

いたことから考えて，本剤は，靱皮部を急速に浸透して

まで辺材部に吸収上昇が行なわれるものではならないよ

うである。

二，今後の問題点

以上簡単ではあるが，本剤の効果と施用方法について

の2．3の知見を述べたが，これを従来の駆除方法と併

用し職極的にマツクイムシの駆除に適用するためには，

施用時期および単位面積当りの施用本数（被害の程度に

より異なるだろう）などが，今後の問題として当県でも

究明されなければならないと思う。

×××

以下次ページより第2表各試験地における調査結果

キイ戸。キクイムシ不繁殖母孔

マツノマダラカミキリ幼虫のへい死体

参考文献

1）井上・山口：硅弗化亜鉛剤によるキクイムシ類の

餌木誘殺に関する試験，林試研究報

告No.111,1959.

2）小田・岩崎：硅弗化亜鉛剤（オスモシル）による

松喰虫（主にマツノトビイロカミキ

リ）の誘引について(予報)，日林九

州支部大会講演集第14号,1960･

3）小田・岩崎：マツの穿孔虫類に関する研究（第1
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供
試
年
月
日

調
査
年
月
日

謀
虫
の
梛
額

調査区幅(20砲） カミキリ・ゾウムシの繁煎状態 各種生存虫数キクイムシの母孔状態
供
試
木

試
験
地

備考

産卵
便数

孵化
生数

鮮化

死敷
不繁殖

紫仔孔
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母孔
雌
印

番号 皮厚
！nm

臘出孔 脱出孔 A L 計P

８
３
２
４
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４
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０
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害
虫
の
種
類

キクイムシの購餓態｜各種生存虫数供
試
年
月
日

鯛
森
年
月
日

カミキリ・ゾウムシの緊髄状雌詔弗区輻(20‘願）
供
試
木

備考試
験
地

不繁殖
有仔孔

繁殖

母孔
鮮化
死数

孵化

生数

不繁髄

焦仔孔
産卵

痕数
計脱出孔 A P L脱出孔瀞号 唾

唖
皮厚
、、

沁
一
“
｜
岬
一
唖
一
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一
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岬
一
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供
試
年
月
日

調
査
年
月
日

害
虫
の
櫛
類

キクイムシの鯛献態 獅姓存虫散調査区幅(20師） カミキリ・ゾウムシの繁殖状態
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地
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われわれが取扱っている林地にし

ても，スギやヒノキにしても，また
の

搾業経営全般についても，オ癖を見

認ｨ倉~鑿欺誕:獺M蕊
z灘陶識鰯跳蝋

容易でない。本番の序文のなかで，

田中林野庁長官が述べられているよ

業診断」 うに，学校を出たばかりでは，そう

簡単にわかるものではない。

現場にくわしい林業技術者はベテ

''澄彦他9名共著ランといわれる。これは長年の経験
ﾎ出版279ページのつみかさねで身についたものであ

る。おそらく試行錯誤のくり返しも

ううが，なにかこあったろう。ベテランへの道は遠

こり，改善しようく，けわしいものなのか。もちろん

だず実体を見きわ本人の努力次第にもよるが，解明の

bべきであろう。ポイントを知ると知らないでは大変

/てから判断すなちがいがあろう。これまでの林業

鍼そうに見えて技術は，物ごとに対処する方法の面

舞を要する個所からのみ，言われていたようだ。医

》ある。診断なく術でいえば，治療法の象で，診断技

ﾐは生まれてこな術がおろそかになっていたというこ

とである。診断を誤って立てられた

対策では，山が，木が泣こうという

ものだ。林業技術にも，診断と対策

の二つの側面があることを知らねば

ならない。

本番を企画された艇林出版の猪瀬

さんは，前に林野庁の造林研究企画

官の職にあった。このことをかねて

から痛感されていたのであろう。そ

こで出版界に入られてから，すぐそ

の櫛想の実現をはかられたものと思

う。

本藩は,タネ(浅川澄彦)・苗畑(検

山緑)・林地（安藤愛次）・シイタケ

(広正一二)・樹病(近藤秀明）・クリ

(中原照雄)・虫害(加藤錘治)・鳥獣

害(宇田川竜男）・築材索張り法（唐

渡稔)・林業経営(松岡吉雄）の10項

目について，診断法のポイントを現

地にそくして説明し，対策にもふれ

ている。著者らは，農林省林業試験

場，県林業試験場の研究者および林

業専門技術員である。

とくに第一線の林業技術者におす

すめしたい好著である。

（林野庁研究普及課f癖敞）

｢各論林業診断」

浅川澄彦他9名共著

農林出版279ページ 今

守
１

すべてそうであろうが，なにかこ

とを始めようとしたり，改善しよう

とするときには，まず実体を見きわ

めてから取りかかるべきであろう。

医師は患者を診察してから判断す

る。あるいは一見健康そうに見えて

も，診断の結果，治療を要する個所

が発見されることもある。診断なく

しては，適切な対策は生まれてこな

いo

巳

－ －

A5判154ページ

定価600円

発行所毎日新聞社

氷洋捕鯨漁業に，われわれを案内し

てくれる。そして勇壮活発な近代的

捕鯨のなりわいを余すところなく体

得させてくれる。

また筆者は，海の荒くれ男達との

6カ月の生活体験を通じ，揃鯨操業

という，まったく都会人の予想もつ

かない大事業を，スムーズにすずめ

るために，人間性が如何に大切であ

り，どれだけ人の和が貴重であるか

ということを，身をもって感じとっ

たと，しゑじみと述懐している。

現に本癖は，大人の読物として秀

逸であり，また子供の社会科教材と

しても，十二分の価値を有している

といえよう。自信をもって一読をお

奨めする。

（講読ご希望の方は本会でも取扱っ

ておりますのでお申し込象下さい）

｢クジラを捕る」

八木下弘著

へb

昭和39年11月8日，佐世保港出港

から翌40年4月25日，横須賀帰港に

わたる，約6カ月間，著者は捕鯨朧

督官として，南氷洋で大活躍した。

本書は，これの忠実な記録である。

カラー写真を含む95葉のスナップ

と95頁にわたる，日記風に綴られた

ルポルタージュを内容とした，この

著書は，ズバリひとくちにいって，

見てふて楽しく，読んで承て大変お

もしろい。筆者の非凡なカメラ・ア

イと，軽妙酒脱な築致が縦横に駆使

されている。

いながらにして，数千里彼方の南

－28－
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Iシンポジウム1
－－－＝P四一－'一つ←名己

いは省力林業とか機械化林業とか，さらには儲かる林業

とか明日の林業とかいうようなことがしきりに唱えられ

ております。大変結構なことと思われるのですが，その

ようなことが，林業社会では，種苗業者や肥料会社なら

ぬ，林業知識人，それも公職やそれに準ずる地位にある

人奇によって声を大にして叫ばれているということも何

か，林業というものの本質と無縁でないのではないかと

いう気がするわけです。

林業基本法はもとより，先にあげたような，昨今いろ

いろ言われている林業上の問題は，取分け林業の本質に

かかわるものとしなければならないと思われますので，

それだけに，林業の本質をしっかり捉えての上で，考え

られもし，論ぜられもし，かつは実行されもしなければ

ならないものと考えられるわけです。

さらにまた，今日この機会に，それぞれ遮った立場で

林業界に重きをなしておられる方為に，この問題庭つい

て討議していただくことはきわめて意義のあることと思
われるわけなのです。

熟林業の本質

－
１
細
’
’
’
’
一

一
擢
袴
一

一
搾
一

一

昭和40年10月25日，高知市日農協会館ホール

で行なわれたシンポジウムの抄録である。

司会者：松下規矩氏（林試，四国支腸長）

話題提供者：諸戸民和氏（諸戸林産株式会社）

四手井綱英氏（京都大学）

猪野職氏（碕知県，林業課長）

ロ

○ ○○

諸戸民和一体産業としての林業という言葉はどのよ

うな林業を指しているのでしょうか。

私は，自分の林業経営の実行と経営を通じて，理想的

な林業経営の確立を目指して，日夜苦心を重ねて努力↓，

たしておりますが，この過程を通じて，林業の本質に対

する私の理解の仕方の変遷といいますか，現在まで辿り

来った道筋をお話しして，本日の私の責任を果したいと
思います。

私のところの経営は，明治中期に祖父の手によって始

められたものであります。祖父は明治20年頃，ドイツ公

使をして帰国した品川弥二郎の勧奨によって数千町歩の

原野雑木林状態の土地を入手し，スギ，ヒノキの造林に

蒲手したのであります。

この事業をはじめるにあたって，林学者佐藤銀五郎氏

を登用して，山林部総理とし，尾鷲，吉野の熟練技能者

を雇って最初から将来の計画的経営を念頭において出発

したものであります。すなわち，造林地は，一流域内に

少なくとも1,000～1,500haのブロックを韮準として，合

理的，計画的に覗業経営ができるよう，森林の配置を考

えていたのであり薑す。

なお，祖父は林齢40年にいたったならば，成長のよい

所から逐次伐採を開始して，次第に法正林に導くべし

と，後代に言い遮したのであります。私が経営の組織と

して，特に留意している点は，第一に所有と経営の分離

ということであります。

松下規矩さて，今日の課題は，「林業の本質につい

て」ということなのですが，これは何か大変取止めのな

い題目のようでありますし，また，林業林学の専門家の

お集りの席で，いまさら林業の本賀でもある童いとも考

えられそうにも思われます。したがって，この際，何か

提案理由の説明のようなものが要るのではないかと考え

､られるわけです。これまでわが国では，森林や林業につ

･いての一般的な関心は，口先ではともかく，実質的には

決して高かったとは言えないと思われるのです。そし

･て，そのような事情であることが，正に林業の本質に関

わるものなのだとも思われるわけです。例の林業の基本

問題の答申あたりを境にして，林業界の一部の人たちの

間で，林業のあり方いかんというようなことが活発に論

議されるようになってきたことは，皆様先刻ご承知のと

おりです。そして，いまさらそのような論議が行なわれ

るということの背景を穿さくすることもまた林業という

ものを考えるうえに大切なことと思われるのですが，と

もかくそういう事情の下で，「わが国の林業の向うべき

新たな道を明らかにする」という林業基本法が制定され

たわけです。しかし，すでにその林業基本法自体につい

ても，はたして林業なるものの本質を十分に捉えている

かどうかが疑問とされているわけです。

一方》昨今は林業の近代化とか，林業技術の改善とか

&､うようなことで，施肥林業や，早期育成林業や，ある

唾一へ
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すなわち，森林の個人所有というものは，現在大所有

であっても，相続その他で必ず分割小面積化する必然性

をもっております。

しかし林業経営の方が，この影響をうけて小型化して

いったのでは，経営としての発展も，生産性の向上も望

み得ないのであります。

この考えの下に，所有主体とば別に，非同族の林業経

営会社を作って，一切の生産経営をこの会社が山林所有

者（諸戸一族に限りません）との間に委託契約を結んで

行なっております。

第二の特徴は，森林作業（育苗，手入，伐採，搬出）

の一切の作業労務は，労務者だけで作った作業請負会社

が経営会社から請負って行なっております。この作業請

負会社は，通年雇傭労務者約100人が，この会社の役職

員でありまして自主的運営により，社会保険，退職金制

度等，労務者の福祉施設を完備して近代国家の労務者と

しての条件は一応満たしています。

このように申し上げますと，私のやっている林業経営

は，一応形の上では，企業としてのﾎ燦が経営されてい

ると見てよいかと思います。

しかしながら，私には，それだけでは経営者としての

良心をまだ満たしてくれない欠除感をどうしても拭い切

れないものがありました。

それは，このようにして企業的経営を続けていって，

果して将来ますます生産量の増大，生産性の向上が期待

できるだろうかという点であります。

私の経営の所在地は現在地力減退，生産低下になやま

されているあの有名な尾鷲林業地の地続きであります。

私の経営も今までやってまいりましたような林業を続け

ていけば，ついには，私達の子孫には岩山と瀧木と雑草

より生えない山地を残してしまうのではないか。

それで林業経営者としての社会的責務を果していると

いえるでしょうか。

林業が，企業的努力によって生産が増大し，生産が向

上するのでなければ，林業は企業たり得ないというこの

単純素朴な理論は，理論の名に値しないほどに単純素朴

であるためか存外無視されているのではないでしょう

か。いやそれは無視されているのではなく，林業の技術

の段階がそうさせている林業の特質なのだというなら

ば，日本の林業は，それこそ一つの壁を越えなければな

らないと感じたわけであります。

この壁に打ち当っていたちょうどその頃，私は幸いに

欧州林業を視察する機会に恵まれました。

私が，欧州林業の中において発見したものが，全く神

の啓示のように私の疑問を打開する契機となってくれた

のであります。

一口に言えば，欧州の林業はすべてが「よい山（蓄職

と成長量の大きい山）を作る」ということに向って秩序

づけられているということでした。

まず一見して眼をひくことは，きわめて密度の高い林

道網，特に中腹林道や峰林道がよく発達していることで

す。

スイスの森林官ノイエンシニワンダー氏は私に次のよ

うな話を自信をもって力強く語ってくれました。「現在

この山の成長量は年間ha当り7～8m3であるが，これ

を11～15nlaまで引上げようと努力している。これは10

年で実現できるだろう｡」

私は，この話を聞きながら晒繋的な感激を覚えたので

あります。

「伐るために林を作るのではなく，よい林を作るために

木を伐る」というのがドイツ林業経営の韮礎をなしてい

る技術体系であるということを知ったのであります。

それ童での私は，知らず知らずに，日本の林業の現状

に引きずられて，「伐るための林を作る」という技術体

系，鉱山業的林業の体系でものを考えていたのではなか

ろうか。

だからこそ，私の林業経営が本質的に企業的経営にな

らなかったのであります。

私は，林業の本質について，最終的に次のように考え

ました。すなわち，林業が近代国家の産業として企業化

が達成されぁためには，林業の技術革新を経て前進しな

ければ達成できないということでした。

私が乗りこえるべき壁は実はこの林業のイノベーショ

ンであったとさとったわけであります。

× ××

四手井綱英林業は広義に解すると森林の造成から，

成熟した林分の伐採，撤出，加工にいたるまでの一連の

木材産業をさしているのが普通だと思いますが，狭義で

は木材生産のための森林の造成のみと解することができ

ましょう。

また森林の造成には木材生産が目的ではないが，保安

林として，第二義的には当然木材も生産されるでありま

しょうし，逆に木材生産を主目的とした森林の造成にも

必ず保安効果が付随します。

保安効果を無視して林業が営めないのは，同じ土地産

業である農業にはない林業の特徴でありまし聖う。

ここでは狭凝に解して，森林の保安効果をふくめて木

材生産を主目的として，森林を造成するものを林業とし

て話を進めましょう。
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特に戦後になって，われわれ林学研究者や林業技術者

山林所有者など林業に関係のある人煮の林業観ないし，

森林観が著しく変化したようであります。

それは林業は産業であるから経済的，企業的に利潤を

あげるよう経営をやるべきであり，しかも他産業と肩を

ならべられるほどの利潤をもたらすような経営を行なう

べきであると，明確にわりきった点でありましょう。

その結果，従来の一般山林所有者（国もふくめて）の

財産的，資源的な森林の経営が極力否定されました。

さらに研究や技術面では，同じ土地産業である股業に

範をとったものが主流をなすに至った。

私はこれら一連の研究や技術を農業的林業研究（技

術）とよんでいます。

この経済性一一農業的林業技術一一皆伐人工造林（同

齢単純林）造成一一短期育成などの一連の考え方がはた

して林業の本筋でありましょうか。

私はこれに多くの疑問をもつものであり富す。

林業は木材生産のため多年生の木本植物を育成するこ

とであるといえます。これに対し農業は一年生草木の栽

培を行なう。多年生木本はその生活形が地上部に生長点

をもち，樹体を構成する韓枝，葉，根の4器管中，同

化管である葉と非同化部分の一部の根と枝は年を全部ま

たは，一部が交替するが，幹，根の主要部は長年月にわ

たり残存して生長する。特に針葉樹は明らかな，通直な

幹をもっているので，古くから土木，建築用材として用

いられ，林業生産の主な対象になったのであり寮す。幹

が年為生長し，長年月枯死せず次第に大形の材を創り出

すのは木本中特に高木という生活形をもつもののすぐれ

た特性であります。逆にいえば木本植物中高木が，こう

いう性質をもつからこそ林業の対象たり得たのでありま

す。一年生草は適期に収穫しなければ，植物体は枯死し

てしまいます。

また果実を採取するものであっても成熟期に収穫しな

ければ，地上に落下してしまうが，高木の幹にはこうい

う収穫の適期がなく，利用できる太さにまで成育すれば

その後はいつでも所要に応じ収穫できるのが特徴であり

ましょう。

こう考えてくると，股作物自体は資源，あるいは財産

として土地と共に持ちつづけることはできないが森林は

それが可能なのであります。

これば，樹木のもつ特徴からおのずから出てくる林業

の特性であって，見方によっては欠点とも思われるが，

森林を資源と考え，財産として持つという習慣が，わが

国ばかりでなく，世界各国を通じてあるのは当然のこと

で，むしろ，この森林の特性はそういう意味で生かすべ

きではないでしょうか。

現在多くの人が否定している森林の財産的保持，資源

としての増殖は否定すべきでばないと思います。

もしこのことを正しいとすると，現在のように平均生

長最大期を収穣の適期とする考えはおかしい。

むしろ生長鍵の詮ならず，単位面積当りの蓄積の大な

森林を造成すべきであります。生長量の象を重視して，

伐期の低~ドをはかり，さらに施肥その他の投擬をして生

長率増大をはかり，短伐期，低蓄積の森林の造成を目的

とすることは，財産あるいは資源としての森林の特性を

無視する行為でありましょう。林業は他産業と同様の企

業的経営を行なうことを目標とせず，従前通り，財産と

して，資源としての造成をはかり，その気候，風土にあ

った森林の造成を第一目標とすべきでありましょう。
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猪野曠林業とは資源としての森林を利用する産業

ですb言うまでもなく，森林は土地と植生（地上立木）

との有機的結合によって構成されているものであり，こ

のような概念から成り立つ森林を利用することによって

成立する産業としての林業を理解するに当っては，まず

森林の持つ本質の理解，すなわち森林と人間とのダイナ

ミックな関連付けの理解から出発すべきものと考えま

す。

森林を資源として理解するためには，森林と人間との

有穰的結びつきを平面的のみならず立体的にも把握され

なければなりません。すなわち土地（森林土壌と置き換

えても良い）と地上立木との一体化によってもたらされ

る効用のもとで結びつけられている費源と人間との有機

的関連づけで承ることが必要です。

森林の効用は，先程述べた木材生産のほかに，水資源

の培養，災害の防除職減，野生鳥獣の保謹，レクリエー

ションの場の提供という多面性を持っていることを忘れ

てはならないのであります。

最近，林業総生産の増大を図ることこそ，産業として

の林業の発展を期することであるとの論をきくことが多

い。このような帯侭瀧は林業基本法の制定以来，特に活発

になって来たように思われます。

このこと自体は，いわゆる抽象的概念規定としては正

しいと思います。しかし，このために行なわれるべきで

あるとする手段そのものに問題があります。

たとえば，林業は土地を不可欠の生産手段とするがゆ

えに艇業と類似の生産構造を持っているという論であ

り，それがゆえに，股業と類似の生産手段を行なうこと

により，林業総生産を高め得あとする論議であります。
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業とはいわないのか，あるいは，凋業であるとしてもそ

れが発展するためには，どういう象ちをあたえてやらな

くてはいけないのかというようなことが問題だと思われ

室す。

また企業としての林業の可能性ですが，近代企業とし

てのイメージには，なお足りないものがあること，そし

てそれはヨーロッパ制業をご覧になって感得したといわ

れたわけなのですが，そういうイメージに足りないと感

じられるのは，林業というものが企業性をもたない，あ

るいは，非常に少ないというところに原因があるのでな

いかというふうにも考えられるわけです。

それに対して四手井さんは，林業は，企業とか経済と

かいうものよりは，むしろ財産の運営なり，あるいは，

資源造成のうんぬんといったようなことを目標にすべき

ものだ，というふうにお話になったようでございます。

その点は諸戸さんのおっしゃるよい山を作るために伐

務のだということにも通じるとは思いますけれども，ニ

ュアンスにおいてはかなり巡っていると思われます。

それから，よく，森林の保安機能ということと，林業

には公益性があるとか，林業は公共的なものだとかいう

ことをいわれる人がありますけれども，なにか木材を伐

り出すということは，目に見える見えない，大きい小さ

いは別として，ともかく何らかの公害をひき起こしま

す。

その点，保安効果をふくめてというのは，どういうこ

となのか，つまり，公害をなるべく起こさないようにし

なければいけないというのはどの企業でも同じことだと

思いますが，猪野さんのお話では林業というのは資源と

して森林を活用する，利用するというお話でしたが。こ

の資源というのはこの場合は，むろん木材の資源という

ことですが，そうしますと，その資源を利用するといえ

ば，丸太を生産するのがむしろ林業のもっとも中核的な

ものじゃないかというような気もしますが，そういう点

はどうお考えか，また，それから林業生産というもの

は，森林資源を保育するもの，伐採するもの，および，

労働者の三者によって行なわれているということ，そう

いう事実も多煮あるわけでしょうが，諸戸さんのお話で

は一貫経営こそ林業のいくべき道だというふうにおっし

ゃったと思われますが，その点はどういう具合にお考え

なのか。

また社会的制約が非常にあるのが林業というものの本

賀だというお話しでした。

そしてそういう社会的制約のすべてを森林保育者ある

いは伐出者に肩がわりさせてよいだろうか，というの

は，つまりばよくないということなんだろうと思います

しかし，果して農業と林業は類似の生産構造を持って

いるでしょうか。

股業生産ほ腱民によって幾地が保有されその人によっ

て収溌されているのに対し，林業生産は森林資源を保有

する者，伐採する者（伐出林業資本)，労働者の三者に

よって行なわれているのでして，両者の生産構造は決定

的に異なるということです。

さらにこれに加えるに，産業としての林業を考える場

合森林の社会資本としての性絡を見失い，ただ一時的に

溌本生産性を高めることにきゅうきゅうとするならば，

森林が発展している社会的便益がともすれば失われがち

になるということです。

たとえば，針葉樹一辺倒の単純一斉の拡大造林は，場

合によっては社会的失費をうながすことにもなります。

林業の発展も，単に林業という狭いわくの中での象論

議されるべきでなく，広く産業構造の中で，また国民経

済全体の中で論議されるべきであり，たとえ企業として

の林業が成立し，産業としての林業が確立されると仮定

しても，森林を母体としてその企業なり産業が成立して

いる以上，森林の持つ社会的公共的価値を見失った経営

はすべきものでないと考えます。

私は，林業の生産基盤は土地，言い換えれば，森林土

壌であると考えます。

地力を収奪して，見かけは資本生産性が高まり，一時

的にはもうかる林業が成り立ったと見ることは危険で

す。

そのような経営には縮少再生産があるのみで，資本と

しての地力を食っている不健全経営であり，地力を高め

る努力，そのための施業の確立への努力こそ必要であり

童す。

林業は森林を利用する産業であり，森林土地（土壌）

と植生（地上立木）とから成り立っているということ，

そして森林の効用の多面性，こうした一連の複雑さの上

に，林業があり，そこに林業の本質をうかがうことがで

きるのであります。
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松下今まで各講師のご意見をひととおり伺ったわけ

でありますが，お三人のお話がかち合わなければシンポ

ジウムとしておもしろくございませんので，この際，私

から2．ろお伺いして，それをめぐって2回目のお話を

していただくことにお願いしたいと思います。

まず，最初の諸戸さんには，期待される林業像の実物

をおしめしいただいたというふうに感じられたことでし

た。諸戸さんがおやりになっているようなもの以外は林

－32－



が，はたしてどれほど屑がわりしているのか，それから

造林事業も公共事業の中に包含されているうんぬんにつ

いては，その包含されていること自体は別としまして

も，四手弁さんのお話のように林業が財産の蓄稜なり運

営なりだとしますと，それをよくやるために補助金をだ

すなんていうことはおかしいじゃないか，というふうに

も考えられるわけです。

要するに皆さんが林業は普通の産業企業とは非常に異

劉的なものだということを共通して言われております。

その異質的なものがどこにあるのかというのが，林業

の本質問題ということになると思い童す。

四手弁森林の保安効果ということについて現在私の

考えておりますのは，少なくとも材葉というものをやれ

ば地力はいくらかでも下がるものだということを蠅悟し

なくてはならない。

わが国の林業では林地というもの，絶体林地と申しま

すか，絶対に林業しか行なえないという場所が全部山地

で，しかも急峻地になっております。

そのために特に保安効果というものは林業を行なう場

合に考えなくてはならない。

松下さんは，これは公害であって，公害を考えない企

業はないとおっしゃいますけれども，林業ではとくに考

えねばならぬ点があるかと思います。

それから，諸戸さんの林道のことと，私が林業におけ

る森林の造成の過程ではできるだけ投資を少なくするほ

うが本当だとこう申したことについて，林道をつくられ

るのはどうかということなんですが，この場合でもやは

りできるだけ投資の少ない方法をお考えになっておられ

る。

また長伐期で財産的にやる場合に，補助金はどうかと

いうことなんですが，国が補助金を出すということは，

その人の財産を守るために出すのではなくて，国として

国民の生活上必要な木材がいる。

つまり，伐採跡地にもう一度森林を造成さすためと考

えればいいわけです。

松下要するに財産巡営なり，財産蓄穣だけれども…

O

四手井国としては蟹源的に考えなくちゃいけない。

蜜源的に考えるためには一定以上の蓄積をもつ森林を作

らなければだめだということじゃないでしょうか。

松下資源を作るということはむろん国なりあるいは

社会全体として考えられることであって，企業が擬源を

作るというようなことではないということですね。

四手井ないわけです。

松下ですから林業が費源造成の必要があるというこ

とは，丸太生産林業というものを認めるということにな

ると思うんですが。

四手井その点，私は松下さんの考えとはちがうんで

す。いわゆる企業的に成り立つ林業は丸太生産林業だと

私は思っているのですよ。でそのあとは財産育成なり保

持なりの林業であって，それに対して同じ人がやろうが

やるまいが，もう一つの丸太生濁水業そつちの方が企業

として成立つ，というよりもそちらの方ならば，投資の

意欲がうんとあるわけなんです。

ところが，いわゆる’森林造成に対しては投資意欲が

まずないわけですね。

山持さん達は山を伐ってもいいが，伐ってもうかった

金はどうしたらいいかわからん。

もう一度林業の再生産に使ってもまだ余ったときどう

するかということですね。

松下そうすると林業の本質はもうかった金をどうす

ればよいかわからないもの･･･－．．

諸戸山持ちに家業と企業との混同があるのじやない

かと思いますね。前時代的な家業の考え方でなくこれを

近代的な企業の方面から考えますと，その金を企業の発

展のためにどんどん使っていくことがますます将来企業

体を発展させることになると考えます。

松下それはわかりますが，その外の底辺の方の林業

というようなものは林業のうちには入らないものなのか

林業の名前をあたえるにはふさわしくなくて，林業とい

う名を詐称しているに過ぎない，こういうふうなお考え

かどうか。

諸戸松下さんの底辺とはたとえば規模で申しますと

非常に小規模な場合をさしておられるとすると，私の先

ほど述べました所有と経営の分離の問題ということにな

るのです。

所有が小規模でも，それが一諸になって大規模経営を

やっていくと，それが株式会社であろうと，組合であろ

うと，協業体であろうとかまいませんが，そういう形に

おきまして，大規模経営をやる，やらなければ，これか

らの林業経営はできないのだと思います。

松下そうすると小規模林業も林業のうちではある

が，それをより林業らしくするには規模を拡大せねばい

かんということですか。

諸戸集団化することにより経営規模を拡大していく

べきだと思います。

松下艇業の方で，農業のうちには入れないものに家

庭菜園というのがありますが，全国で五町歩未満の林家

数が91影，そういうものは，何か家庭菜園承たいなもの

じゃないか。そうしますと，農業の方では，およそ農業

へ

上
■
毎
。
▼

｡b

＆・へ

で
こ
●
里
口
．
叩

－ 35－



の森林組合なりあるいは諦戸林産というのが経営の主体

となってやっていくことになってしまって，協業などと

いうものは通り越しちゃったものになるのだろうと思い

ますが。

猪野森林経営が経済的に成り立つかどうかの疑問は

別にしても，経済的に成り立ち得る方向に向って進む，

経済的な意味でも成り立ち得るような一つ規模を探し求

め，そういったような方向に向って進む，この努力は，

私，正しいんじゃないかと考えているわけなんです。そ

ういった手段として，たとえば森林組合を活用すること

によって，素材生産は受託化していくとか，あるいは，

造林行為等を，協業的な形で推進していくということ

は，やはり一つの方向づけの手段として考えてもいいん

じゃないかと思います。

諸戸育てるために伐るという林業経営は一貫経営で

なければならないと考えております。

一貫経営で大規模経営でないと通年雇用という社会的

な面からも，林業労務者の安定した仕事場たりえない。

植えつけのときだけ労務者を雇用して，その他の時は

人がいらないというのでは，林業経営者として労務者の

安定雇用，生活の向上という面から，社会的責任を果し

ていないじゃないか，そういう意味においても私は，一

貫経営ということが必要だというように考えます。

松下必ずしも直接的に林業の本質上一貫経営が必要

だというわけではないわけですね，譜代労務の確保とい

うようなことからで。

諸戸伐採が育林の一部であるという林業が林業の本

質に合致した林業経営であれば，企業的林業経営をする

には，一貫経営形態の組織的経営でなければいけないと

いうことです。

松下そうすると，林業というものはともかく企業と

してやるのが本筋だということですね。

諸戸私は林業の本質にのっとった林業経営方法が企

業目的に合致すれば，林業は企業的に経営できると思っ

ております。

松下お話はまだまだ尽きないことと思われますが，

時間も迫りましたので，シンポジウムは一応この辺で打

切りといたしまして，あとはご自由にご論議いただきた

いと思います。

林業の本質とはいかなるものであるのか，にわかに結

論しがたい問題だと思いますので，皆様に，それぞれも

う－俊お考えいただく，そうすることがまた本日のこの

集りを意義あるものにする道でもあるかと思います。

識師の方々，会場の皆様どうも有難うございました。

の内とは全然思っていないようなものが，林業の方では

林業のうちに数えられていて，しかもそういうものが，

少なくとも賓源造成の役には立っているということにな

りますと，そこにやはり林業の本質的な何物かがあるん

じゃないかというふうにも考えられるんですがね。

諸戸松下さんのいわれる家庭菜園的な林業はそれ一

つ一つでは企業的林業経営はできないし，菫た資源の造

成の役にも立たない。これは庭の一部と考えてよいと思

います。

しかし，人によってはたとえ小さくても単なる庭いじ

りじゃなくて，国の資源造成に役立たせたいんだという

のであれば，そういうものは数あつまり所有とは別の経

営体で大規模経営をやっていくということにおいて近代

的な企業的休業がやれていくのじやないかと思います。

したがって，とくに行政方面では相当関心をもたなけ

ればいけないことだと思います。そういうことについ

て，猪野さんはどんなふうにお考えでしょうか。

猪野椛造改善事業では，協業化によって，規模をあ

る程度拡大し，無駄を省くことによって，生園生をあげ

ていくということも一つの大きな課題として，とりあげ

ているわけであります。

ところが，現実には，零細な所有者が非常にたくさん

いるわけですが，そういうものをいかにしてとりまと

め，経営の主体として考えられる程度にまで広めて行

き，そして生産性をあげるかというあたりに今度の大き

な問題があるような気がいたします。

松下協業ということと，それから，いわゆる所有者

と，伐出者，労働者がわかれているのが林業の特徴だ，

というようにおっしゃったんですが，この協業というこ

とはどういうことをやることなんですか。

猪野私は，先ほど分かれていると申し上げましたの

は現実に，そういう形の分化が多くあるという事実を申

し上げたわけなんで，そういった面が挫業と現実的にも

違う面じゃないでしょうか。さらに私は所有と経営とを

どのようにして結びつけるかという問題が大きな問題と

して浮ぶんじゃないかと思います。

松下所有と経営の分離とか分化とか申しましても，

いわゆる山持さんが育成事業をやり，立木で売って，伐

出は外の人がやるというような分離でなくて，その土地

の所有者と，伐出もふくめた経営者との分離，そういう

ことになるのが近代化ではないか，一般の企業だとそう

なりますね。

ですから，そういうものが分離している方が近代化に

なるのであり，林業の構造改善にもなるとは思われるわ

けですが，それをやれば協業もへったくれもない，一つ

一

』
優
慨
醇
辱
４
ｔ
悉
鞭

§
Ｅ
Ｕ
６
Ｊ
唾

《

－ろ4－



きじWB)1§…………………………………………"…
◇

･

購報；★辮鰯駕茎擢用残材活用。
●
●

●

◇

◇
●

●

･“｡4CCOOCOCOOOOOO｡“｡“◇“△。◇3
（林野庁，昭和40年12月）222ページ

☆職蕊曜林業関係特許･実用新案
木材需要の増大にともない国内自給度を高めることは

（林野庁研究普及課・昭和40年11月）
林業に与えられた重要な使命の一つである。本報告響

ろ9年度に出願された林業関係の特許・実用新案についほ，薪炭の需要減退による低質材の活用を通じて前記の
てとりまとめたもので，部門ごとに分類し，その特徴を課題に接近するため，林野庁が昭和59年度に森林資源総
既説している。各部門別の件数はつぎのとおりである。合対策協議会に委託した調査結果をとりまとあたもので
1)木材の剥皮特4，実13(2)製材機特聖，実45（3）ある。とくに本誘査では，これら資源活用の方向をチツ
合板特25,実8(4)接着剤特11,実1(5)木材加工プエ業においている。報告書の内容は総括，アンケート

吊特20,実20(6)パルプ特35，実4(7)紙特25,調査編，現地調査編よりなり，アンケート調査は北海

寺ろ(8)木材成分特29,特17,実1(9)木材の薬剤処道，東北，北関東のチップ生産者および森林所有者につ

里特7側薪炭加工炭特54,実26伽加工炭特8いて行ない，現地調査は北海道(北見)，岩手および山形

這る鰯燃焼器特7，実74（13特殊林産物特9，実の3地区について行なっている。低質材等をチップ工業
!0(I4林業薬剤（防除剤）特105,実8卿成長促進とへ活用する場合，その最適な活用の道は本報告醤を熟読

☆鴎蕊曜林業関係特許･実用新案
（林野庁研究普及課・昭和40年11月）

ろ9年度に出願された林業関係の特許・実用新案につい

てとりまとめたもので，部門ごとに分類し，その特徴を

概説している。各部門別の件数はつぎのとおりである。

(1)木材の剥皮特4，実13(2)製材機特聖，実45（3）

合板特25,実8(4)接着剤特11,実1(5)木材加工

品特20,実20(6)パルプ特35，実4(7)紙特25,

特ろ(8)木材成分特29,特17,実1(9)木材の薬剤処

理特7側薪炭加工炭特54,実26伽加工炭特8

実ろ鰯燃焼器特7，実74（13特殊林産物特9，実

20(I4林業薬剤（防除剤）特105,実8卿成長促進と

抑制剤特21㈹林業機械特6，実31伽その他林業

特25,実25（特･･･特許，実…実用新案）

一

することによって得られると考えられ為。
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ザ
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と
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－第20回通常総会とその他の行事開催について一

次のとおり開催いたしますから多数ご出席下さるようお願い申し上げます。

昭和41年4月10日

社団法人日本林業技術協会
記

1日時昭和41年5月26日（木）午後1時より

2場所東京都千代田区永田町1丁目17番地全国町村会館別館9階ホール

3．会議の主要目的事項

第1号議案昭和40年度業務報告ならびに収支決算報告の件

第2号議案昭和41年度事業方針ならびに収支予算の件

第3号議案昭和41年度借入金の限度額の件

第4号議案役員改選の件

4．第12回林業技術賞，第12回林業技術コンテスト，表彰
なおこの総会に引続いて林業科学技術振興賞授与式と受賞者の講減が行なわれます。

その他の行事

5月25日

5月26日

5月27日

9.～17.00

17.00より

林業技術コンテスト

支部幹事打合会

コンテス1,参加者施設見学

於東京営林局

於町村会館

◇森林航測編集委員会特別会員年額1,000円
会務報告

3月16日，午後2時より，本会新（4月1日～翌年ろ月末）

◇林業技術編集委員会館会議室で開催。正会員の会饗は，前期分について

5月9日（火）正午より，本会新出席者：石戸，遠藤，西尾，岩辺ば，5月末までに，後期分について

館会議室にて開催。氏の各委員と本会から，成は，11月末震でにお納めいただくこ

出席者：小田島，湯本，山崎，有松，橋谷。とになっておりますので，よろしく

馬，中村，石崎，中野，野一へ~一一､～､~､~へ＝お願いします。
会費について

ロ氏の各委員と本会から，なお，転居の節は新，旧，住所を

八木沢，中元。正会員年額600円(学生400円）お知らせ下さい。

Uoo0ID･lboRI,q0.00DqqUOo8pUp6qOn,咄.oI1T0IOrⅡ06,咄ドI1H価｡Gﾛ.OII’ｳ1,”,TO0Fv10CUIFqU･.UDVlhO1018I40Iq,U6001pq1,001'IIIJVVUOo66､ｳBo0U80O恥410,叩｡R帥tUO,ICOｳｳ｡51.4W01脚$『OtO4QlOIOD.､BobO脚0.”，ｻﾘが'HoDO･'00009｡’h,ｩI11Il"fOUOQ〃'0ぃf09恥lOr恥41M町40

陰編集室から劃購誇灘羨縦雛
入るともう木の芽のふくらゑや，枯草の中から点点と頭

をもたげる若草の緑に春の気配が感じられる。

5．4月は造林の季節である。省力技術確立の必要性

を指摘されてから何年かになるが，本年の造林にはどの

ような手段が講じられたことだろうか，省力という言葉

のめざすところは単にその時点における労力，経費の節

減にとどまるものではないはず，とするとこれはなかな

か大変な問題だと思う。（八木沢）

昭和41年4月10日

林業技術第289号

編集発行人松原茂

印刷所大日本印刷株式会社

発行所 社団法人日本林業技術協会

東京都千代田区六番町七番地

fES(261)5281(代)～5

（擾祷東京60“8番）

－56－
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皇国の超高強度耐腐蝕性耐熱性耐疲労性に著しく優れ”

アルミメツキワイヤロープ
錨めう佳努で,ヒカルスロープ b；

尚
… スーﾃ全,Z/ｽ級〃>虐能差／ カルスロープは当社の長年の研究と

米国ACCO社との技術提携に依り完成された我国初の特許新製品であり従来の

亜鉛メッキロープでは到底望めなかった優れた特長を兼ね備える画期的ワイヤロー

プです特に林業用船舶用吊橋用ステー用その他腐蝕環境下に最適です

線索株式會就興国
AV型

本社東京都中タ
エ場東京。
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I XL-AO・XL-660．XP-1000新発売ブ

切断力30％以上増加、最新自動給油装置付で
使い良さ倍増、軽量高性能のトップチェンソ
ーです。

林業経営合理化に絶対欠かせないホームライ

トチェンソーは、高い経済性と絶対の信頼性

で，相変らずチェンソー界のトップを独走し，
ています。〈チェンソー保険つき＞

●XL-12･C-51は引きつづき好評販売中。。
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